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第１章 総 則 

 

１ 目 的 

  この心得は、防衛省陸上自衛隊補給本部（以下「補本」という。）と請負、売買その他の契

約について入札等に参加しようとする者、契約を締結しようとする者及び契約を締結した者

（以下「相手方」という。）が知り、かつ、守らなければならない事項を定めるものとする。 

２ 原 則 

  相手方は、この心得を熟知の上、一般競争（指名競争）参加資格審査申請書の提出、一般競

争契約及び指名競争契約における入札、随意契約における見積り並びに契約締結を行い、これ

らに関する義務の履行又は権利の行使にあたらなければならない。 

３ 資料の提出・提示 

  相手方は、補本に資料を提出又は提示を行う場合には、虚偽の資料を提出又は提示してはな 

らない。 

４ 法律及び通達等との関係 

  この心得の内容が関連する法律、政令、省令（以下「法律等」という。）及び防衛省の達、

通達、通知等の内部規定（以下「達等」という。）に抵触する場合は、法律等及び達等の定め

るところによる。 

５ 外国人の入門 

入門する者が外国人の場合、入門の４週間前までに調達会計部の用務先各課・班へ連絡し 

調整するものとする。その際、旅券（パスポート）及び査証（ビザ）の写しを２部提出する 

ものとする。 

 

第２章 資格審査 

 

１ 相手方となる資格 

  相手方となるためには、競争参加資格審査の申請を行い、審査を受けた後有資格者名簿に記 

載された者でなければならない。ただし、随意契約において相手方が一会計年度内において 

継続的に補本と契約を締結する意思がなく、かつ補給本部調達会計部長（以下「部長」とい 

う。）の承認を得た場合に限り当該年度内における競争参加資格審査を省略することがある。 

２ 申請書の提出 

競争参加資格審査の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、防衛省大臣官房 

  会計課長又は部長の公示による受付期間（通常 1月初めから同月末日まで、又は部長が別に 

定める期間）内に一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（別紙様式第２－１）（以下「申 

請書」という。）１部を調達管理課（審査調整班）に提出するものとする。 

なお、申請者は、受付期間を経過した後であっても申請書を提出することができる。 

  また、国の契約事務を行っている機関及び直接総務省のホームページから申請を行うこと 

 もできる。 

３ 申請書の添付書類 

(1) 申請書の添付書類は、申請者が新規に営業を開始した者である場合その他特別の理由が 
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る場合を除き、次に掲げるとおりとし、各 1部とする。 

ア 営業経歴書 

申請者が自ら作成している会社の沿革、役員や従業員数等の概要、営業品目及び営業所 

（地域を代表して主に契約を締結する本店、支店、事務所等）の所在状況についての記載 

を含んだ書類で申請日直前１年以内に作成したもの。 

イ 納税証明書 

法人税（法人の場合）、所得税（個人の場合）、消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

（その３）又は納税証明書（その３の２）若しくは納税証明書（その３の３）をいう。 

なお、適格組合にあっては、組合及び構成組合員のそれぞれに係る納税証明書を添付す 

る。 

ウ 登記事項証明書（法人の場合） 

商業登記法（昭和 38年法律第 125号）第６条第５号から第９号までに掲げる株式会社 

登記簿等の登記事項証明書をいう。 

エ 財務諸表 

法人にあっては、申請者が自ら作成している直前２年間の事業年度分に係る貸借対照表、 

損益計算書及び利益金処分（損失処理）計算書をいう。また、個人にあっては、営業用純 

資本額に関する書類及び収支計算書（確定申告書等財務諸表類に類する書類）をいう。 

オ 証明書類 

添付書類のうち公的機関が発行する書類は、発効日から３か月以内のものとする。また、 

複写機により複写したもので、内容が鮮明なものであれば、写しでも差し支えない。 

カ 外国事業者が申請する場合の提出書類等 

(ｱ) 押印の必要があるものについては、署名をもって代えることができる。 

(ｲ)  登記事項証明書は、証明書に代えて、当該国の所管官庁又は権限のある機関の発行 

 する書面とすることができる。 

(ｳ) 申請書は、日本語で作成するとともに、添付書類で外国語で記載された事項につい 

 ては、日本語の訳文を添付する。 

(ｴ) 申請書類の金額表示は、日本国通貨とし、出納官吏事務規定（昭和２２年大蔵省令第 

 ９５号）第１６条に規定する申請日現在有効の外国貨幣換算率により換算した金額を 

 記載する。 

キ 契約の締結の権限を授与された者が、申請書を提出する場合にあっては、委任状（別 

紙様式第２－２）その他契約の締結の権限を授与された代理権を証明する書類 

ク 代理契約を締結している者が、当該代理契約の対象となっている物品の製造又は物品 

の購入及び役務に関し、申請書を提出する場合にあっては、委任状その他代理契約を締 

結していることを証明する書類 

ケ 過去に補本との契約実績がある場合は、契約一覧表（別紙様式第２－３） 

コ  銀行振込依頼書（別紙様式第２－４） 

(2) 第３項第１項エに掲げる書類は、金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２４条の 

規定に基づき作成された有価証券報告書をもって代えることができる。 
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４ 資格審査 

(1) 競争参加資格審査については、３年に一回定期の審査（以下「定期審査」という。）を実 

 施するものとする。 

(2) 有資格者としない者 

部長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の各号のいずれかに該当すると認めら 

れる申請者は有資格者としない。 

ア 競争に係る契約を締結する能力を有しない者 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１ 

項各号に掲げる者 

エ 申請書及びその添付資料に故意に虚偽の事実を記載した者 

オ 組合を直接又は間接に構成する組合及び事業者であって組合が受注を希望する品目に 

係る事業と同一の事業を行っているもの（以下「関係組合員」という。）がア又はイに該 

当する場合の当該組合 

(3) 有資格者としないことができる者 

ア 申請者が次の各号のいずれかに該当すると部長が認める場合には、その者について３ 

年以内の期間を定めて有資格者としないことがある。 

  その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。 

(ｱ) 契約の履行に当たり、故意に物品の製造その他の役務を粗雑に行い、又は物品の品質 

若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

(ｲ) 公正な競争の執行を妨げたとき、又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を受ける 

ために連合したとき。 

(ｳ) 落札者が契約を結ぶこと、又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

(ｴ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

(ｵ) 正当な理由がなくて契約の履行をしなかったとき。 

(ｶ) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に 

虚偽の事実により過大な額で行ったとき。 

(ｷ) 前各号一つに該当する事案があって、資格を取り消されてから２年を経過しない者を 

契約に際し、代理人、支配人、使用人としている場合 

イ 申請者が審査時において、次の各号のいずれかに該当すると部長が認める場合には、有 

資格者としないことがある。 

(ｱ) 前年度の法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税を申請書提出の時までに 

納付していない者 

(ｲ) 資産の状況及び信用度が極度に悪化している者 

(ｳ) 組合を構成する者の過半数が関係組合員でない組合 

(ｴ) 官公需についての共同受注体制が確立していない組合 

(ｵ) 組合の団結が弱く、かつ、熱心な指導者がいない組合 

(ｶ) 組合の経理的基礎が確立していない組合 

(ｷ) 関係組合員が(ｱ)及び(ｲ)又はアの各号のいずれかに該当する場合の当該組合 
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(4) 有資格者とする者 

    申請書の次に掲げる事項に係るそれぞれの付与数値の合計に対応する級別をもって資格 

が付与された者とする。 

ア 製品の年間平均製造実績高（直前２年間の平均）又は商品の年間平均販売実績高（直 

前２年間の平均） 

イ 自己資本の額 

ウ 生産設備の額（物品の製造の契約の場合に限る。） 

エ 流動比率 

オ 営業年数 

５ 有資格者名簿への記載及び資格審査の結果の通知 

(1) 申請書の提出を行った場合には、第４項により資格審査が行われ、有資格者と認められ 

た申請者は、有資格者名簿に記載されるとともに、資格審査の結果は、資格審査結果通知書 

（別紙様式第２－５）により申請者に通知される。 

(2) 資格審査の結果について通知を受けた者は、その結果について不服がある場合には、調 

達管理課（審査調整班）に不服申立を行うことができる。 

６ 資格の有効期限 

(1) 第４項の規定により決定した資格の有効期限は、資格審査結果通知書に記載された期限 

とする。 

(2) 特別の理由により、第４項の資格の決定が遅れた場合においては、直前の定期審査以降 

に資格を取得した者で引き続き次期の定期審査に係る申請書を提出した申請者については、 

前号に規定する有効期限終了後も、新たな資格の付与が行われるまでは、当該資格はなお有 

効とする。 

７ 変更 

(1) 有資格者名簿に記載された申請者は、申請書を提出した後において、次に掲げる事項に変 

更が生じた場合には、その都度、競争参加資格等に関する届出書（別紙様式第２－５－２） 

及び競争参加資格審査申請書変更届（別紙様式第２－６）1部を申請窓口に提出しなければ 

ならない。 

なお、提出場所については、当初の申請書を提出した申請窓口と異なる申請窓口（他省庁 

を含む。）でも差し支えない。 

ア 住所 

イ 商号又は名称 

ウ 代表者氏名 

エ 営業所（営業所名、所在地、電話番号等） 

オ 希望する資格の種類 

カ 競争参加を希望する地域 

キ 営業品目 

(2) 第７項第１号の規定による届出があった場合は、資格審査結果通知書（別記様式第２－ 

５）により申請者に通知される。 
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なお、「営業所」の変更で審査結果通知書の記載に変更がない場合は審査結果通知書の再交 

付は行わない。 

８ 資格審査結果通知書の再発行 

資格審査結果通知書の再発行は、資格審査が行われ、審査結果通知が発行されているにも 

かかわらず、資格審査の申請者の手元に届かなかった場合、又は資格審査結果通知書を亡失 

した場合に限る。その際、資格審査結果通知書再発行届（別記様式第２－６（変更届と兼用）） 

１部を申請窓口に提出しなければならない。 

なお、提出場所については、当初の申請書を提出した申請窓口と異なる申請窓口（他省庁 

  を含む。）でも差し支えない。 

９ 資格の取消し 

(1) 有資格者名簿に記載された者が第４項第２号の各号のいずれかに該当すると認められた 

場合には、その資格が取り消される。 

(2) 有資格者名簿に記載された者が第４項第３号の各号のいずれかに該当し、有資格とする 

ことが適当でないと認められる場合には、その資格を取り消すことがある。 

(3) 資格が取り消された場合には、有資格者名簿から削除されるとともに、直ちに、資格取消 

 通知書（別紙様式第２－７）により当該取消に係る者に通知される。 

10 会社更生法又は民事再生法の適用がある場合 

   申請者が会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２ 

２５号）の適用を受けている場合には、次に掲げる書類各 1部を申請書に添付するものとす 

る。 

(1)  更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書の写し 

(2)  更生計画又は再生計画 

(3)  更生手続又は再生手続開始時における財産目録及び貸借対照表 

(4)  認可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合には、それを証する書類 

 

第３章 公告及び競争入札等 

 

１ 公告等 

(1) 一般競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告が入札期日の前日か 

 ら起算して、３０日前基準として、少なくとも１０日前（緊急を要する場合には５日前まで 

に短縮することがある。）までに、陸上自衛隊補給本部の掲示板に掲示されるほか、ホーム 

ページにも記載される。 

（https://www.mod.go.jp/gsdf/gmcc/raising/index.html） 

ア 競争入札に付する事項 

イ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

ウ 適用する契約条項 

エ 入札の場所及び日時 

オ 保証金に関する事項 
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カ 説明会に関する事項 

キ その他必要な事項 

(2) 指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合には、公告に代え、前号に規定する事 

項（ただしイを除く。）を相手方に通知する。 

(3) 入札に付しても入札者がいない場合若しくは落札者がいない場合又は落札者が契約を結 

ばない場合には、再度公告又は通知を行うことがある。 

この場合において、公告又は通知の期間を短縮することがある。 

(4) 公告において、一定の条件（特別の技術、設備等を有すること、銘柄品を納入できること 

など）を有することを入札の資格とする場合がある。この場合には、有資格者名簿に記載さ 

れている者でもこの資格を有していないときは、当該入札に関する限り相手方となること 

はできない。 

２ 説明会 

(1) 原則として説明会は実施しないものとする。ただし、契約に関し、書面によることが困難 

な事項、誤解を生じやすい事項等、公告又は通知の内容の不明確な点について、将来にわた 

って誤解を生じるようなおそれがある場合は説明会を行う。 

(2) 相手方は、公告又は通知により定められた説明会においては、説明事項を記録しておくも 

のとする。この場合において、相手方が聞きもらしたことにより損害を受けたときは、相手 

方の負担とする。 

３ 入札保証金 

(1) 相手方は、入札期日の前日（特別の理由がある場合には入札期日）までに、公告又は通知 

により入札保証金を免除している場合を除き、第３項第４号に掲げる入札保証金を会計課 

に納付し、入札の際保管金受領書（別紙様式第３－１）又は保険証券受領証書（別紙様式第 

３－４）を提出しなければならない。 

(2) 入札保証金の額 

    入札保証金の額は、相手方の見積もる契約金額の 5/100以上の額で、公告又は通知によ 

   り明らかにされる。入札保証金の額に千円未満又は千円未満の端数があるときは、千円と 

し、又は千円に切り上げた金額とする。 

(3) 入札保証金の処分 

    落札者が契約を結ばないときは、納付した入札保証金は国庫に帰属する。 

(4) 入札保証金の種類 

    入札保証金は、事務の簡素化を考慮し、通常「銀行小切手」又は「入札保証保険証券」に 

よるものとする。 

(5) 入札保証金の納付手続 

ア 銀行小切手の場合 

相手方は、東京都内に本店又は支店を有する銀行が振り出した「陸上自衛隊補給本部 

歳入歳出外現金出納官吏（以下「現金出納官吏」という。）」宛ての記名式一般線引小切手 

に保管金提出書（別紙様式第３－２）を添えて現金出納官吏（会計課）に提出し、保管金 

受領書（別紙様式第３－１）の交付を受けるものとする。 
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イ 入札保証保険証券の場合 

    相手方が保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、 

入札保証保険契約に係る保険証券に保険証券提出書（別紙様式第３－３）を添えて、政府 

保管有価証券取扱主任官（以下「取扱主任官」という。）に提出し、保険証券受領証書（別 

紙様式第３－４）の交付を受けるものとする。この場合の保険証券は、あらかじめ取扱主 

任官に代表者、使用印鑑等について届け出た保険会社の発行したものでなければならな 

い。 

(6) 入札保証金の返還手続 

    入札が終了し、契約を担当する契約第 1課及び契約第 2課（以下「契約課」という。）か 

   ら会計課に落札判定通知書が送付された場合には、次の各号に定めるところに従い入札保 

証金が現金出納官吏から落札者以外の入札相手方に返還される。この場合において、社員 

等を差し出すときは、小切手交付願（別紙様式第３－５）を提出するとともに、当該社員等 

の所属する会社等の発行した身分証明書を所持させ、常に提示できるようにしなければな 

らない。 

なお、落札者については、契約締結後現金出納官吏に契約書を提示し、当該手続により返 

   還される。 

ア 銀行小切手の場合 

    保管金受領書を現金出納官吏に提出し、これと引き換えに現金出納官吏裏書済の記名 

式切手の返還を受けるものとする。 

イ 入札保証保険証券の場合 

    取扱主任官が消滅手続をとるものとする。 

(7) 入札保証金の取扱日時等 

ア 入札保証金の取扱日時は、土曜日、日曜日、祝日（国民の祝日に関する法律（昭和２３ 

 年法律第１７８号）で規定される休日）及び年末年始（１２月２９日から翌１月３日の間） 

を除く各日０９００から１５００とする。ただし、状況により取扱日時を指定することが 

ある。 

イ 相手方は保管金受領書等を売買若しくは譲渡し又はこれに質権を設定することはでき 

 ない。 

ウ その他取扱いの細部については、会計課に照会するものとする。 

４ 入札等 

(1) 一般的心得 

    相手方は、公告又は通知により入札に参加し又は随意契約の商議に応ずるときは、入札 

   担当職員の指示に従い入札書又は見積書（別紙様式第３－６）を提出しなければならない。 

(2) 入札等に当たっての誓約事項 

入札書又は見積書の提出に当たっては、暴力団排除に関する誓約（暴力団排除に関する誓 

約事項（別紙第２））を行うとともに、その入札書又は見積書に誓約事項を誓約している旨 

の記載をしなければならない。 

ア 誓約を拒否する場合の措置 
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誓約事項を拒否する場合は、入札への参加又は随意契約の相手方として認めない。 

イ  入札無効等の措置 

相手方が誓約した誓約事項に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、 

当該相手方が提出した入札書又は見積書は無効とする。 

ウ  その他 

本誓約事項は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律 

第５１号）」等に基づく場合の契約を除く全ての契約を対象とする。 

(3) 入札参加に関する遵守事項 

    相手方は、入札に参加する場合は次に掲げる事項を守らなければならない。 

ア 入札の都度、「資格審査結果通知書」の写しを入札担当官へ提出しなければならない。 

イ 提出した入札書の引替え、変更又は取消しをすることはできない。 

ウ 相手方は、入札に際し、再度の入札に備え必要な部数（入札書）を持参しなければなら 

ない。 

エ 相手方又はその代理人若しくはこれらの社員等は、当該入札に対する他の相手方の代 

理（二重代理）をすることはできない。 

オ 公告又は通知において入札保証金の納付を必要とする場合には、当該納付を証する保 

管金受領書等を入札に先立って提出しなければならない。 

カ 代理人が入札に参加する場合には、委任状（別紙様式第２－２）を入札に先立って提 

出しなければならない。ただし、委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に関す 

る委任状（別紙様式第２－２）（正）を調達管理課（審査調整班）に、写しを契約課に提 

出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省略できる。こ 

の場合において、特定の入札に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任すること 

は認めない。 

キ 入札の日時に遅れたときは、相手方は、入札に参加することはできない。ただし、遅れ 

 たことについてやむを得ない理由があり、入札前において入札参加者全員が認めた場合 

に限り入札に参加することが認められることがある。 

ク 仕様書において、同等品の納入を可とする場合で、かつ、同等品の納入を予定する場合 

にあっては、公告に記載する問合せ先に確認し、その指示に従い、入札前に同等品判定依 

頼書（別紙様式第３－７）３部に同等品の審査に必要な書類等一式を添えて契約課に提出 

し、審査を受けるものとする。 

ケ 電報、ファクシミリ、電話その他の方法（第４項第４号規定する方法を除く。）による 

入札の参加は認めない。 

(4) 郵便等による入札 

ア  入札日以前に入札書を直接提出する場合は、封筒に入札書を封入し、封入口及び封筒 

 の継ぎ目を封緘（かん）し、その封筒の表に企業名称又は商号（個人の場合は氏名）及び 

「○月○日○時○分開札（件名・入札書在中）」と朱書きして入札日の前日（入札日の前 

日等が閉庁日の場合は、閉庁日前直近の開庁日）１７時００分までに提出しなければな 

らない。 

イ  郵便により入札書を提出する場合は、郵便法（昭和２２年法律第６５号）第４７条に 

 規定される「配達証明」郵便又は配達記録を証明できる送達手段を使用し、入札書を封 
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筒に封入し、封入口及び封筒の継目を封緘（かん）し、その封筒の表に企業名称又は商号 

（個人の場合は氏名）及び「○月○日○時○分開札（件名・入札書在中）」と朱書きして、 

更にそれを二重封筒とし、入札日の前日（入札日の前日等が閉庁日の場合は、閉庁日前 

直近の開庁日）１７時００分までに必着するように送達しなければならない。 

ウ 前各号に定める提出期限を過ぎて提出された入札書は無効とする。 

エ ア及びイによる入札書の提出において、再度の入札を予想して同一入札に複数の入札 

 書を送達した場合は、第６号オの規定により無効とする。 

(5) 入札前の点検 

    相手方は、無効入札を防止するために入札書の記載事項等を確認の上、入札担当職員の 

指示に従い、競争参加資格の有無、提出書類の有無等について点検を受けるものとする。 

(6) 無効入札 

    次の各号の一に該当する場合の入札（カの場合は関連の入札）を行った者の入札は無効 

とする。 

ア 入札が民法の規程により無効とされるものである場合 

イ 有資格者でない者が入札を行った場合 

ウ 入札保証金納付額が所定の額に達しない場合 

エ 入札書に記名がない場合又は名称、数量、金額等が不明の場合若しくは入札書に記載 

 した金額（以下「入札金額」という。）が訂正されている場合 

オ 同一の入札について２通以上の入札書を提出した場合 

カ 二重代理による入札を行った場合 

キ 第４項第２号の規定による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場 

 合 

ク その他入札に関する条件に違反した場合 

(7) 入札及び開札 

ア 入札は、入札箱に投函することにより行う。 

イ 開札は、入札が終了した場合、直ちに入札者の立会いのもとに行われる。この場合に 

 おいて、入札担当職員により無効入札の有無等が告げられ、次に掲げる措置がとられる。 

(ｱ) 無効入札があった場合は、該当者を退席させる。 

(ｲ) 第５項第１号の規定により落札者を決定した場合には、落札者名及びその入札金額 

を告げる。 

(ｳ) 第５項第２号の規定により最低価格入札者を落札者としないことについて調査をす 

る必要がある場合には、最低入札金額を告げたあとに調査の上落札者を決定する旨を、 

落札者を決定したときは、別途通知する旨を告げる。 

  (ｴ) 落札者がいない場合には、最低入札金額を読み上げたあと、再度の入札を行う旨を告 

げ、入札辞退者を退席させ引き続き入札を行う。 

(ｵ) 開札時において公表する情報は、第７号イ(ｲ)から(ｴ)に示す通り。 

５ 落札者決定の方法 

(1) 契約の相手方となる落札者は、次に定めるところにより決定される。 

ア 入札者のうち予定価格の制限内で最低（売払いの場合は最高）の入札金額により入札を 

行った相手方をもって落札者とする。ただし、総合評価による落札方式による場合には、 

入札者に価格及び性能、機能、技術等をもって申込みをさせ、入札価格が予定価格の制限 



10 

 

の範囲内であり、かつ、入札に係る性能、機能、技術等（以下「性能等」という。）が、 

入札公告又は入札公示（これらに係る入札説明書を含む。）において明らかにした性能等 

の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たしている者のうち「総 

合評価の方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。これらの場合におい 

て、落札者となるべき同価又は同数値の入札を行った相手方が２人以上あるときは、直ち 

に、くじで落札者を決定する。 

なお、くじを引かない相手方があるときは、入札に関係ない補本の職員にくじを引かせ 

落札者を決定する。 

イ 公告又は通知において複数落札制入札によることとしているものについては、次に定 

めるところによる。 

(ｱ) 入札金額が予定価格を超えない単価の相手方のうち、低価の相手方から順次公告又 

は通知の需要数量に達するまでの相手方をもって落札者とする。 

(ｲ) (ｱ)の場合において、最後の順位の落札の数量が他の落札者の数量と合算して公告又 

は通知の需要を超える場合には、その超える数量について落札がなかったものとする。 

(ｳ) (ｱ)の規定により落札者を定める場合において、同価の入札を行った者が２人以上あ 

るときは、入札の数量の多い者を先順位の落札者とし、入札の数量が同一であるとき 

は、アの規定の例により、落札者を定めるものとする。 

(ｴ) (ｱ)の規定により落札者を定めた場合において、落札者のうち契約を結ばない相手方 

があるときは、その相手方の落札していた数量の範囲で、まず(ｲ)に規定する落札につ 

いて(ｲ)の規定により落札がなかったものとされた数量の落札があったものとし、次に 

(ｳ)の規定により落札者とならなかったものについて、その入札の数量の落札があった 

ものとする。 

(2) 最低価格入札者を落札者としない場合 

   予定価格が１千万円を超える製造その他についての請負契約の場合において、次の各号

の一つに該当するときは、最低価格の入札金額であっても落札者としないことがある。 

ア 予定価格に比べて入札金額が不当に低いことにより、その入札金額では当該契約の内 

容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。 

 イ 最低価格の入札者と契約を結ぶことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ 

って著しく不適当であると認められるとき。 

６ 入札が不調となった場合 

入札を行っても落札者がいないとき、又は再度の入札を行っても落札者がないときは、次 

  の各号に掲げるいずれかの措置をとる旨を告げ、当該措置がとられる。 

この場合において休憩を行うときは、相手方は、入札担当職員の指示に従い行動するもの 

  とし、指示に従わないときは、入札に参加させないことがある。 

(1) 引き続き入札を行う（原則として実施しない。）。 

(2) 低価の入札者から順次随意契約の相手方として商議を行う。 

(3) 再度公告又は通知により改めて入札を行う。 

７ 落札者が契約を結ばない場合 
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(1) 落札者が契約を結ばない場合には、速やかに契約辞退申立書（別紙様式第３－８）２部を 

契約課に提出しなければならない。 

(2) 落札者が契約を結ばない場合には、次の各号に掲げるいずれかの措置がとられる。 

なお、契約を結ばない落札者については、入札保証金を納付した場合にあっては入札保証 

金は国庫に帰属し、入札保証金の納付を免除した場合にあっては損害賠償の請求を受ける 

ほか、指名の制限、資格審査の更新の制限等が行われることがある。 

ア 再度公告又は通知により改めて入札を行う。 

イ 低価の入札者から順次随意契約の相手方として商議を行う。 

８ 随意契約における商議等 

(1) 随意契約における商議は、対面、ＦＡＸ又は電子メールにより見積書を提出して行うも 

 のとする。 

(2) 予定価格の制限内で商議が成立した相手方をもって随意契約の相手方とする。 

(3) 一般的心得 

第４項第１号から第６号までの規定を性質の許す限り準用する。 

９ 公 募 

   公募手続とは、装備品等の調達に先立ち、調達予定品目の契約希望業者を公示して募り、

審査を経て契約履行可能者を登録する制度をいう。 

(1) 必要な資格要件等 

ア 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。）第７０条 

 及び第７１条の規定に該当しない者 

イ 防衛省所管競争参加者資格（全省庁統一）により競争参加資格を有する者 

ウ 陸上幕僚長から、又は防衛省としての指名停止等の措置を受けている期間中でない者。 

(2) 契約希望者募集要項の公示等 

ア 時 期 

調達予定品目により、契約希望者募集要項を契約年度の前年度の１２月中旬から２月 

   に公示する。 ただし、契約年度の４月以降は、新規調達品が発生の都度、随時公示す 

る。 

イ 公示場所 

補給本部の掲示板及びホームページ 

   （https://www.mod.go.jp/gsdf/gmcc/raising/index.html） 

ウ 説明会 

契約希望者募集要項の内容について、説明が必要と認められる場合は、説明会を実施 

することがある。 

エ 公募契約希望申請書の提出 

契約を希望する者は、契約希望者募集要項により、公募契約希望申請書（別紙様式第 

    ３－９）及び必要書類を受付期限内に調達管理課（審査調整班）に提出するものとする。 

この際、技術的に必要な資格要件を審査するための技術資料の提出が必要な場合がある。 

また、都合により公募を辞退する場合は、公募辞退申請書（別紙様式第３－１０）を提 

https://www.mod.go.jp/gsdf/gmcc/raising/index.html
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   出するものとする。 

オ 公募契約希望申請書の審査 

(ｱ) 提出された公募契約希望申請書について審査を実施する。 

(ｲ) 技術審査に当たり提出された技術資料に対する説明、追加資料の提出及び製造体制等 

   の調査依頼を受けた場合は対応しなければならない。 

カ 審査結果の通知 

資格審査及び技術審査の結果の合否を通知する。 

キ 疑義の申立 

審査結果に疑義のある場合は、書面をもって説明を求めることができる。審査不合格通 

知を受領後、疑義申立ての書面を速やかに調達管理課（審査調整班）へ提出するものとす 

る。 

ク その他 

公募に関する質疑は、調達管理課（審査調整班）へ問い合わせること。 

10 特定の随意契約における常続的公示 

特定の随意契約を実施している調達の種類、対象契約について、新規参入者が存在しない 

ことの常続的な確認を実施している。 

また、当該随意契約に対して新規参入を希望する場合は以下による。 

(1) 公示場所 

補給本部の掲示板及びホームページ 

（https://www.mod.go.jp/gsdf/gmcc/raising/index.html） 

(2) 新規参入手続等 

ア 新規参入申込み 

新規参入を希望する者は、随意契約への新規参入申込書（別紙様式第３－１１）に必 

要な書類を添えて調達管理課（審査調整班）へ提出するものとする。 

イ 新規参入申込書の審査 

提出された新規参入申込書について審査を実施する。 

(3)  新規参入審査後の措置 

ア  新規参入者として適正と判定した場合 

適正と判定した後の最初の契約締結に当たり、当初の選定相手方と新規参入者による 

指名競争入札を行う。 

  イ 新規参入者として不適正と判定した場合 

    申請者に対して、不適正の理由を付した審査結果を通知する。 

(4)  その他 

 常続的公示に関する質疑は、調達管理課（審査調整班）へ問い合わせること。 

11 納入品 

   仕様書において特に指定のない限り、新品による納入とする。 

12 オープンカウンター方式による随意契約 

(1) オープンカウンター方式とは、随意契約の見積り合わせにおいて、見積りを徴する相手 
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を特定することなく、公表により参加者を募り、見積り合わせに参加を希望する者から見 

積書を提出させ、契約の相手方を決定する方法をいう。 

(2) オープンカウンターに関する公表はホームページ及び掲示等により実施する。オープン 

カウンターに参加を希望される方は、「陸上自衛隊補給本部におけるオープンカウンター 

方式による見積依頼について」の名称で公表される事項に対して参加申請書（別紙様式第 

１０）を提出すること。 

13 指名停止等の基本的事項 

(1)  防衛省等から指名停止の措置を受けている期間中の者についての基本的事項を定める。 

(2)  大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役 

務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者は各 

契約機関で実施される競争入札に参加することはできない。 

(3) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、 

当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとす 

る者は各契約機関で実施される競争入札に参加することができない。 

ここでいう「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該 

当する場合をいう。 

ア 資本関係がある場合 

次の(ｱ)又は(ｲ)に該当する二者の場合。ただし、(ｱ)については子会社（会社法（平 

    成１７年法律第８６号）第２条第３号及び会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２ 

号）第３条の規定による子会社をいう。）又は(ｲ)について子会社の一方が会社更生法 

（昭和２７年法律第１７２号）第２条第７項に規定する更正会社（以下「更正会社」と 

いう。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定する再生手 

続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。 

(ｱ) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をい 

う。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

イ 人的関係にある場合 

次の(ｱ)又は(ｲ)に該当する二者の場合。ただし、(ｱ)については、更正会社又は再生 

手続存続中の会社である場合は除く。 

(ｱ) 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役員、理 

事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員は除く。以下の号において同 

じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

(ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第６７条第１項又は民事再生法第６ 

４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

ウ ア又はイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の 

 会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア 

又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合 

(4) 現に指名停止を受けている者の下請負（下請負の届出によるものを除く。）について 

は、認めないものとします。ただし、真にやむを得ない事由を大臣官房衛生監、防衛政策 

局長又は防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。 
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第４章 契約の締結 

１ 契約の確定時期 

 国の契約の効力発生要件は、「会計法（昭和 22年法律第 35号）」第 29条の 8の規定に基 

  づき、契約書を作成し、分任支出負担当為担当官又は契約担当官（以下「契約担当官等」と 

  いう。）と契約の相手方の双方が記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。 

２ 契約の締結に関する指示 

   相手方は、落札又は商議成立後、速やかに契約担当職員から契約に関する指示を受けなけ 

  ればならない。 

３ 契約書等 

(1) 契約書は、次に掲げるとおりとし、「補給本部標準契約書等」により作成する。その部 

 数は２部とする。ただし、特に指示した場合には、その部数の写しを提出する。 

なお、構成書類については、双方の協議で省略することができる。協議後、相手方は契 

  約書等添付資料省略協議書（別紙様式第１１）を提出するものとする。また、年度を通じ 

省略を希望する場合は、年度分契約書等添付資料省略協議書（別紙様式第１２）を提出す 

るものとする。 

ア 契約書表紙 

(ｱ) 製造請負（一般：別紙様式第４－１） 

(ｲ)  売 買（一般：別紙様式第４－１又は、単価：別紙様式第４－２） 

(ｳ)  役務請負（一般：別紙様式第４－１又は、単価：別紙様式第４－２） 

(ｴ)  技術援助（技術援助：別紙様式第４－３） 

(ｵ)  輸入品売買（一般：別紙様式第４－１） 

(ｶ)  不用物品売払（不用物品売払：別紙様式第４－４） 

イ 契約条項 

(ｱ) 基本契約条項 

装備品等又は役務の調達に関する契約に原則として適用されるもので、その種類は 

次のとおりである。 

ａ 製造請負（第１号） 

ｂ 役務請負（第２－１、２－２及び２－３号） 

ｃ 売  買（第３号） 

ｄ 技術援助（第４－１及び４－２号） 

ｅ 輸入品売買（第５号） 

ｆ 不用物品売払（第６号） 

(ｲ) 特約条項 

      基本契約条項等を補完する必要がある場合に適用されるもので、主な種類は次のと 

おりである。 

契約の内容により付すべき特約条項については、契約担当職員の指示による。 

ａ  代金の支払に関するもの 

ｂ  代金の確定又は精算等に関するもの 

ｃ  秘密の保護等に関するもの 

ｄ  資料の信頼性確保に関するもの 

ｅ  談合等の不正行為に関するもの 

ｆ  暴力団排除に関するもの 

(ｳ) 以下に示す特約条項は、全契約に付するものとする。 
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ａ 談合等の不正行為に関する特約条項 

ｂ  暴力団排除に関する特約条項 

(ｴ) 特別契約条項 

特別契約条項は、基本契約条項及び特約条項と異なる定めをする必要があると認め 

る契約について適用するものである。特別契約条項については、契約担当職員の指示 

があった場合に付するものとする。 

ウ 仕様書等 

当該契約に係る調達要領指定書及び陸上自衛隊仕様書を添付するものとし、共通仕様 

書は添付しない。 

エ その他必要な書類 

(2) 契約書は、第３項第１号アａ～ｄのうち、必要な書類をつづり合せ、所定欄に記名押印 

 したものとする。 

この場合、１部印紙税法（昭和 42年法律第 23号）に定める印紙を貼り付け、消印しな 

ければならない。 

(3) 契約書の写しは、第３項第１号アａ～ｄの書類をつづり合せ、所定欄に記名したものと 

する。 

(4) 相手方は、契約書を落札又は商議成立後７日（閉庁日を除く。）以内に提出しなければ

ならない。なお、契約担当官等の承諾を得た場合は、この期間を延長することができる。 

(5) 請書 

請書は、所定欄に記名押印したものを１部とする。ただし、担当者及び連絡先を記載した 

場合は、押印を省略することができる。 

この場合において、印紙税法（昭和 42年法律第 23号）に定める印紙を貼り付け、消印 

しなければならない。 

４ 契約保証金 

(1) 相手方は、落札又は商議成立後、速やかに、公告又は通知により契約保証金の納付を免除 

している場合を除き、第４項第４号に掲げる契約保証金を納付し、契約書の提出と同時に保 

管金受領書（別紙様式第３－１）、保険証券受領証書（別紙様式第３－４）又は保証状受領 

書（別紙様式第４－５）を契約課に提示しなければならない。 

(2) 契約保証金の額 

契約保証金の額は、契約金額の10/100以上の額で、公告又は通知により明らかにされる。 

契約保証金の額に千円未満又は千円未満の端数があるときは千円とし又は千円に切り上げ 

た金額とする。 

(3) 契約保証金の処分 

相手方が契約上の義務を履行しないときは、納付した契約保証金は国庫に帰属する。 

(4) 契約保証金の種類 

契約保証金は、事務簡素化を考慮し、通常「現金」、「履行保証保険証券」又は「銀行保証 

状」によるものとする。 

(5) 契約保証金の納付手続 

ア 現金の場合 

(ｱ) 日本銀行池袋代理店（りそな銀行池袋支店）における現金出納官吏の保管金口座へ現 

 金に保管金振込書（別紙様式第４－６）を添えて払い込み、保管金領収証書の交付を受 

けた後、保管金提出書（別紙様式第３－２）とともに現金出納官吏（会計課）に提出し、 

保管金受領書（別紙様式第３－１）の交付を受けるものとする。 

(ｲ) 履行保証保険証券の場合 
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入札保証金第３章第３項第５号イの規定を準用する。 

(ｳ) 銀行保証状の場合 

     分任支出負担行為担当官（陸上自衛隊補給本部調達会計部長）宛ての保証状（契約保 

    証金支払に関する連帯保証状（別紙様式第４－７））を契約課に提出し、課長の認印を 

受けた後、これに保証事項に関する届出（別紙様式第４－８）を添えて会計課に提出 

し、保証状受領書（別紙様式第４－５）の交付を受けるものとする。この場合の保証状 

には、あらかじめ届出をした銀行の代表者名及び印鑑を使用しなければならない。 

(6) 契約保証金の返還手続 

    契約の履行が完了した場合には、会計課で確認された後、契約保証金が次の各号の定め 

るところに従い、現金出納官吏又は取扱主任官から返還される。この場合において社員等 

を差し出すときは、入札保証金第３章第３項第６号の規定を準用する。 

ア 現金の場合 

(ｱ) 小切手による返還を希望する場合には、保管金受領書の請求欄及び受領欄に記名押 

  印の上、会計課に提出し、現金出納官吏の記名式持参人払小切手を受領するものとす 

る。 

(ｲ) 振込による返還を希望する場合には、保管金受領書の請求欄に指定振込先を記入の 

上、記名押印して会計課に提出するものとする。 

イ 履行保証保険の場合 

  入札保証金第３章第３項第６号イの規定を準用する。 

ウ 銀行保証状の場合 

  保証状受領書の請求欄及び受領欄に記名押印の上、会計課に提出し、銀行保証状の返還 

を受けるものとする。 

(7) 契約保証金の取扱日時 

    入札保証金第３章第３項第７号の規定を準用する。 

５ 部分払 

(1) 契約内容が、次の各号に該当する場合は、部分払の特約条項を付する場合がある。 

ア １，５００万円以上の契約（特別な理由がある場合を除く。） 

イ 分割して納入することとなっている契約 

(2) 相手方は、第４章第５項第１号に該当する契約で部分払を希望する場合には、契約担当官 

等と協議の上、契約書の作成以前に部分払適用申請書（別紙様式第４－９）１部を契約課 

に提出し、契約担当官等の承認を受けなければならない。 

(3) 部分払の回数等 

ア 部分払の回数は、契約内容によって定める。 

イ 概算契約の部分払の場合は、納入既済部分の８０パーセントを限度とする。 

 

第５章 契約の履行 

 

１ 納入計画書の提出 

相手方は、締結された契約について、契約課から納入計画書（工程表を含む。別紙様式第５ 

－１）の提出を求められたときは、速やかに２部を作成し提出しなければならない。 

２ 債権の譲渡 

(1) 譲渡の対象となる債権の範囲 

    譲渡の対象となる債権の範囲は、次の各区分に従い各号の定めるところによる。 

ア  契約履行完了後の債権（以下「短期債権」という。） 
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契約相手方が取得する確定債権金額５千万円以上の債権のうち、契約担当官等又はその 

補助者が受領検査調書の交付をしているものであって、代金の支払が行われていないもの。 

イ  契約履行完了前の債権（以下「長期債権」という。） 

次の各号のいずれにも該当する債権 

(ｱ) 契約担当官等が締結した１件１億円以上であって、契約期間が２会計年度以上の製 

造請負契約又は役務請負契約によるもの 

(ｲ) 工事進行基準（企業会計原則による基準をいう。以下同じ。）により、契約相手方の 

企業会計上の資産として計上されている債権の額（消費税及び地方消費税を除く。）で 

あって、会計監査法人の承認を得ているものであること。 

(ｳ) 前号に規定する承認を得ている債権の額から既前払金額及び既部分払い額（これら 

の額のうち債権の譲渡先へ引き渡されたことが確認できる額を除く。）並びに既譲渡債 

権額を控除した額を超えないものであること。 

(2) 債権譲渡の条件等 

ア 債権の譲渡は、個別の契約の債権ごとに申請及び譲渡することとし、個別の契約の債権 

を複数とりまとめて一括した債権の譲渡を行わないこと。 

イ 契約相手方の反対給付の履行完了が、債権譲渡の承認の前になされていること。（短期 

債権） 

ウ 債権譲受人は、以下に示す債権譲渡先の要件(ｱ)又は(ｲ)のいずれかに合致する会社で 

 あること。 

(ｱ) 信用力の高い適格機関投資家（※１）又はその子会社（※２）若しくは関連会社 

（※３）で次のいずれにも該当する会社 

ａ 資本の額が５億円以上又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合 

計額が２００億円以上である株式会社で、株式会社の監査等に関する商法の特例 

に関する法律（昭和４９年法律第２２号）第２条に規程する監査役の監査の他会 

計監査人の監査を受けている会社 

ｂ 格付機関（※４）によりＡランク以上（短期債務格付の場合はＡランク相当以 

上）の格付を受けている会社 

(ｲ) 適格機関投資家の子会社又は関連会社（１の会社に当たらない場合に限る。）で 

次のいずれにも該当する会社又は特別目的会社（※５）で aに該当する会社 

ａ １の適格機関投資家との間で業務契約を締結して債権の流動化の業務を極め 

て緊密に提携して実施していることが確認され、流動性の補完等を内容とする契 

 約を締結している会社 

ｂ 格付機関によりＡランク以上（短期債務格付の場合はＡランク相当以上）の格 

付を受けている会社 

（※１）適格機関投資家 

金融商品取引法第２条に規定する定義に関する内閣府令（平成５年大蔵省 

令第１４号）第１０条の適格機関投資家をいう。 

（※２）子会社 

議決権の過半数を所有している会社その他の財務諸表等の用語、様式及び 

作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省令第５９号）第８条第４項の会社 

により、財務及び営業又は事業の方針を決定する意思決定機関が支配されて 

いる同規則第８条第３項の子会社をいう。 

（※３）関連会社 

議決権の１００分の２０以上を所有している会社その他の財務諸表等の 
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         用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第６項の会社により、財務及び 

         営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を受けている同規則第８条第 

         ５項の関連会社をいう。 

（※４）格付機関 

金融商品取引法第三章の三に規定する金融庁が登録した格付け機関をいう。 

（金融庁ＨＰの信用格付業者登録一覧による。） 

（※５）特別目的会社 

             財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第７項の特別目 

的会社で、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条 

第３項に規定される特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれ 

と同様の事業を営む事業体をいう。 

エ 債権の譲渡の承認によって、譲渡債権に係る契約の契約条項（当該条項による変更契 

約に係るものを含む。）による契約担当官等の契約相手方に対する代金支払時期、方法（短 

期債権の場合）その他の権利及び契約相手方に対し有する抗弁権に一切影響を及ぼさな 

いこと。また、特約条項を含めた契約条項上の責任が一切軽減されるものではないこと。 

オ 契約相手方及び債権譲受人は、債権の譲渡に係る承認申請の要件及び契約担当官によ 

る承認の諸条件に合意して債権を譲渡及び譲受することとし、契約担当官等に対して譲 

渡対象債権に係る契約の契約条項以外の責任を求めないこと。 

カ 契約相手方は、下請負者への早期支払に努めること。 

キ 契約相手方及び債権譲受人は、譲渡の対象となる債権を担保として証券等を発行する 

場合には、譲渡の対象となる債権の内容について証券等販売相手方及び流動性補完契約 

等の相手方に周知させるよう努めること。 

ク 契約担当官等は、債権の譲渡に関し不適当な事由がある場合に、承認しないことがある。 

(3) 承認の手続 

ア 短期債権の譲渡に係る承認の手続 

(ｱ) 短期債権の譲渡に係る申請書の受理等 

契約相手方が短期債権の譲渡について、契約条項の規定により契約担当官等の承認 

を受けるために提出する書面の受理は、契約課長が行う。 

(ｲ) 申請書 

      契約相手方は、次のア～カに掲げる事項を明らかにした短期債権譲渡承認申請書（以 

下「申請書」という。）（別紙様式第５－２）を提出するものとする。 

ａ 債権譲渡の対象となる契約の調達要求番号、契約件名、納期、契約金額、契約番号 

及び契約年月日並びに既譲渡債権額 

ｂ 契約相手方及び債権譲受人の氏名、住所並びに連絡先 

ｃ 契約相手方の契約不適合担保責任は、継続して契約相手方が負担するものである 

 こと。 

ｄ 債権の譲渡に係る費用は、契約相手方の負担であること。 

ｅ 契約相手方が回収代理人（※６）に指定されるものであること。 

ｆ 債権譲受人が契約相手方の回収代理人の指定を取り消す場合は、理由を付して契 

 約担当官等にその旨通知すること。 

（※６）回収代理人 

債権を譲り受けた者を代理して、当該債権である代金の請求及び受領を行う 

者をいう。 

(ｳ) 添付書類 
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   申請書には、短期債権譲渡申請添付書類（別紙様式第５－２－２）とともに次のア～ 

  オに掲げる書面を添付するものとする。ただし、債権譲受人が同一で、前回の承認と同 

一年度の場合で記載事項に変更がない場合は、イ～エに掲げる書面の添付は省略できる 

ものとする。この場合、前回の承認番号及び承認年月日を明らかにした上で、変更がない 

ため省略する旨の書面を添付するものとする。 

ａ 契約相手方と債権譲受人との間の債権譲渡の基本契約書の写し 

ｂ 債権譲受人が譲渡先としての要件に該当していることを証明する次の資料 

(a) 第２項第２号ウ(ｱ)の会社の場合 

① 発効日から 3か月以内の「登記事項証明書」、「資格証明書」のいずれか 

② 「有価証券報告書」の写し 

③ 短期債権譲渡先に関する質問及び回答（別紙様式第５－３）（適格機関投資家 

 の子会社又は関連会社であるときに限る。） 

(b) 第２項第２号イ(ｳ)の会社の場合 

① 提携している適格機関投資家に係る前号ａ及びｂに定める資料 

② 発効日から 3か月以内の「登記事項証明書」、「資格証明書」のいずれか 

③ 提携している適格機関投資家との間で締結された、信用補完に関する契約、 

 融資に関する契約、管理委託に関する契約等の写し 

④ 短期債権譲渡先に関する質問及び回答（別紙様式第５－３） 

(c) 格付機関の「レーティングレター」（※７）（適格機関投資家又は適格機関投資家 

の子会社又は関連会社であるときに限る。） 

      (d) 発効日から３か月以内の契約相手方及び債権譲受人の印鑑証明 

      (e) 短期譲渡対象債権の特定に関する確認書（別紙様式第５－４） 

（※７）レーティングレター 

            債権の格付を証する書類で、格付機関が発行するものをいう。 

(ｴ) 審査 

     申請内容が承認に必要な要件を満たしているものか、債権の譲渡を行っても契約の 

履行に支障がないものか、紛争を未然に防止する措置が講じられているものか否かに 

ついて審査を行う。 

(ｵ) 審査後の措置 

    契約相手方に行う審査結果の通知は、申請書等を受理した日からおおむね 1週間以 

内に行う。この場合において債権の譲渡を承認する場合は、短期債権譲渡承認書（別紙 

様式第５－５）の交付をもって行う。また承認を否としたときは、その理由を付して行 

う。また、当該期間内に通知できない場合は、その旨を通知する。 

イ  長期債権の譲渡に係る承認の手続 

(ｱ) 長期債権の譲渡に係る申請書の受理等 

契約相手方が長期債権の譲渡について、契約条項の規定により契約担当官等の承認 

を受けるために提出する書面の受理は、契約課長が行う。 

(ｲ) 申請書 

      契約相手方は、次のア～カに掲げる事項を明らかにした長期債権譲渡承認申請書（以

下「申請書」という。）（別紙様式第５－６）を提出するものとする。 

    ａ 債権譲渡の対象となる契約の調達要求番号、契約件名、納期、契約金額、契約番号 

及び契約年月日並びに既譲渡債権額 

      ｂ 契約相手方及び債権譲受人の氏名、住所並びに連絡先 

ｃ 契約変更又は契約解除等により契約相手方が契約担当官等に対して返還義務を負
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う場合には、契約相手方は速やかに契約担当官等に対して返還の請求に応ずること。 

ｄ 契約相手方の契約不適合担保責任は、継続して契約相手方が負担するものである 

 こと。 

      ｅ 債権の譲渡に係る費用は、契約相手方の負担であること。 

    ｆ 契約相手方が回収代理人に指定されるものであること。 

    ｇ 債権譲受人が契約相手方の回収代理人の指定を取り消す場合は、理由を付して契 

約担当官等にその旨通知すること。 

ア 添付書類 

   申請書には、長期債権譲渡申請添付書類（別紙様式第５－６－２）とともに次の(ｱ)～ 

(ｵ)に掲げる書面を添付するものとする。ただし、債権譲受人が同一で、前回の承認と同 

一年度の場合で記載事項に変更がない場合は、(ｲ)～(ｴ)に掲げる書面の添付は省略でき 

るものとする。この場合、前回の承認番号及び承認年月日を明らかにした上で、変更が 

ないため省略する旨の書面を添付するものとする。 

(ｱ) 契約相手方と債権譲受人との間の債権譲渡の基本契約書の写し 

(ｲ) 債権譲受人が譲渡先としての要件に該当していることを証明する次の資料 

ａ 第２項第２号ウ(ｱ)の会社の場合 

(a) 発効日から３か月以内の「登記事項証明書」、「資格証明書」のいずれか 

(b) 「有価証券報告書」の写し 

(c) 長期債権譲渡先に関する質問及び回答（別紙様式第５－７）（適格機関投資家の 

子会社又は関連会社であるときに限る。） 

ｂ 第２項第２号ウ(ｲ)の会社の場合 

(a) 提携している適格機関投資家に係る前号ａ及びｂに定める資料 

(b) 発効日から３か月以内の「登記事項証明書」、「資格証明書」のいずれか 

(c) 提携している適格機関投資家との間で締結された、信用補完に関する契約、 

融資に関する契約、管理委託に関する契約等の写し 

(d) 長期債権譲渡先に関する質問及び回答（別紙様式第５－７） 

(ｳ) 格付機関の「レーティングレター」（適格機関投資家又は適格機関投資家の子会社又 

は関連会社であるときに限る。） 

   (ｴ) 発効日から３か月以内の契約相手方及び債権譲受人の印鑑証明 

   (ｵ) 長期譲渡対象債権の特定に関する確認書（別紙様式第５－８） 

   (ｶ) 債権譲受人が契約担当官等と契約相手方に係る契約の契約条項を理解し、かつ次の 

事項に同意している旨の書面（譲渡対象債権の特定に係る同意書（別紙様式第５－９）） 

ａ 本件承認によって、譲渡債権に係る契約条項（当該条項による変更契約に係るも 

 のを含む。）による契約担当官等の契約相手方に対する権利義務関係に一切影響を及 

 ぼさないこと。 

ｂ 契約担当官等は、契約相手方との譲渡債権に係る契約の契約条項（当該条項によ 

 る変更契約に係るものを含む。）による債務のみを負い、譲渡の対象となる債権を担 

保として証券等を発行し販売する場合において、債権譲受人の証券等の販売につい 

ては、一切の責任を負わないこと。 

ｃ 契約担当官等及び契約相手方は、債権譲渡後も、譲渡債権に係る契約の契約条項 

 により、納入場所の変更、特約条項その他の契約条項による契約金額の変更、履行遅 

 滞等による納期の変更等の契約内容の変更を行うことがあること。また、債権譲受 

人は、申請の要件及び担当官による承認の諸条件を十分理解の上、債権を譲受する 

こととし、契約内容の変更に対して、契約担当官等に異議を申し立てないこと。さら 
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に、契約内容の変更により債権譲受人の債権に影響が生じた場合には、専ら契約相 

手方と債権譲受人との間において解決すること。 

ｄ 債権譲受人が譲渡の対象となる債権を担保として発行し販売する証券等（以下「金 

融商品」という。）を発行し販売するときは、当該債権の内容及びリスク（当該債権 

に内在する危険をいう。以下同じ。）を販売の相手方、流動性補完・保証契約等の相 

手方に十分説明し、確実に理解させるよう努めること。また、金融商品が流通性を 

有する場合は、金融商品の購入者が確実に債権の内容及びリスクを理解するために 

必要な措置を講ずること。 

エ 審査 

    申請内容が承認に必要な要件を満たしているものか、債権の譲渡を行っても契約の履 

  行に支障がないものか、紛争を未然に防止する措置が講じられているものか否かについ 

て審査を行う。 

オ 審査後の措置 

契約相手方に行う審査結果の通知は、申請書等を受理した日からおおむね 1週間以内 

    に行う。この場合において債権の譲渡を承認する場合は、長期債権譲渡承認書（別紙様 

    式第５－１０）の交付をもって行う。また承認を否としたときは、その理由を付して行 

う。また、当該期間内に通知できない場合は、その旨を通知する。 

３ 担保物件の設定 

(1) 相手方は、抵当権、質権その他の担保物件（以下「担保物件」という。）の設定が契約書 

により禁止されている場合のほか、契約物品について担保物件を設定しようとするときは、 

あらかじめ次の事項を明らかにした書類（担保設定承諾依頼書（別紙様式第５－１１））を 

契約課に提出し、契約担当官等の承認を受けなければならない。 

ア 担保物件の設定を必要とする理由 

イ 設定しようとする担保物件の種類、内容及び範囲並びに担保権者の名称 

ウ その他必要と認める事項 

(2) 相手方は、第３項第１号の規定により契約担当官等の承認を受けて担保物件を設定した 

場合は、次に示す書類を速やかに契約課に提出しなければならない。 

ア 担保物件の種類、内容、範囲等を証する書類 

  (ｱ) 履歴事項全部証明書 

 (ｲ) 契約保証金等に関する委任状 

 (ｳ) 契約一覧表 

イ  その他必要として求められた書類 

４ 下請負 

(1) 下請負の承認 

   相手方は、契約書、仕様書等において特別の定めがある場合のほか、契約物品の全部又は 

主要部分（※８）の製造、組立、改造又は修理等（以下「製造等」という。）を第三者に請け 

負わせようとする場合には、契約担当職員の指示に従い、下請承認申請書（別紙様式第５－１ 

２）を契約課に提出し、契約担当官等の承認を受けなければならない。 

なお、秘密に係る部分を請け負わせる場合には、秘密に係わる下請申請書（秘密に係わる 

下請負について（申請）（別紙様式第５－１３））、特別防衛秘密の保護・特定秘密の保護 

又は装備品等秘密の保護に関する誓約書（別紙様式第５－１４）を併せて提出し、契約 

担当官等の承認を受けなければならない。 

   （※８）主要部分 

① 特定部分（随意契約の理由と密接な関係のある部分） 
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      契約物品の特定部分の製造又は役務を行うに必要な技術又は生産設備を有している

ことが、契約相手方を随意契約の相手方又は指名競争の参加者に選定した理由となっ

ている場合の当該特定部分 

② 特定部分以外の部分（随意契約の理由とは特に関係のない部分） 

契約相手方が①に規定する特定部分以外の部分についての技術又は生産設備を有 

していない場合において、契約担当官等が契約の履行を確保するため特に承認を必 

要と認めるときの当該部分 

      ③ ①、②に規定する場合のほか、契約担当官等が特に承認を必要と認める場合の当 

該部分 

(2) 下請負の承認申請の省略 

        当該年度に同種契約物品の契約実績があり、下請負承認を受けている場合で、同じ下請 

会社を使用する契約の場合は、下請負承認申請を省略できる。この場合、下請負承認申請 

に代えて既契約での承認を受けた下請負承認書を契約担当官等に提出するものとする。 

(3) 下請負の届出 

    相手方は、契約書、仕様書等において特別の定めがある場合のほか、契約物品の主要で 

ない部分（軽易なものを除く。）の製造等を第三者に請け負わせようとする場合には、契約 

担当職員の指示に従い、下請負届出書（別紙様式第５－１２）を契約課に提出するものと 

する。 

   なお下請負届出書によることができる場合は下記のとおり。 

ア 下請負金額の比率が、契約金額の２分の１未満（複数の下請負業者に再委託する場合 

にはその合計額）であるとき。 

イ 再委託しようとする下請負業者が、元請会社の連結子会社等であるとき。（会社間の関 

係が証明できる資料等を添付） 

※ただし、秘密に係る部分を請け負わせる場合には下請負届出書によることはできない。 

(4) 相手方は、契約書、仕様書等において製造等に使用する購入材料、部品等の購入先につい 

て契約担当官等の承認を必要とする場合には、第４項第１号の規定を準用する。 

(5) 相手方は、第４項第１～４号の規定により承認又は届出があった事項について契約担当 

官等から契約履行上著しく不具合があるため改善又は変更を求められた 場合には、その指 

示に従い改善又は変更をしなければならない。 

(6) 相手方は、随意契約により試験、研究、調査又はシステムの開発、運用等を委託する場合 

には、委託契約の全部を一括して第三者に請け負わせてはならない。 

５ 作業員名簿等の届出 

   仕様書等によって、作業員名簿（別紙様式第５－１５）又は技術者（派遣員）名簿（別紙様 

式第５－１６）の提出要領等は以下による。 

ア 作成及び提出要領 

 仕様書等の規定及びその他の提出要領による。 

イ 提出時期 

契約担当官等が特に指示した場合又は特別な理由がある場合を除き、契約締結後速や 

かに提出するものとする。 

６ 仕様書等の疑義 

   相手方は、仕様書等について疑義が生じた場合には、説明を求めなければならない。この 

場合、当該説明が文書においてなされるよう要求するときは、速やかに、当該事項を明らか 

にした書類（伺い書（別紙様式第５－１７））を契約課に提出し、契約担当官等に疑義の申出 

をしなければならない。この場合において、当該疑義が製造等に重大な影響を及ぼすと認め 
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られるときは、協議の上製造等を一時中止させる場合がある。 

７ 承認用図面等 

(1) 相手方は、契約条項又は仕様書によって契約担当官等の承認を受けるため、図面、見本又 

は図書（以下「承認用図面等」という。）を提出しようとする場合には、次に掲げる手続に 

従わなければならない。 

ア 提出先 

契約課 

イ 作成及び提出要領 

承認用図面等の作成及び提出要領は、仕様書に定めのあるもの又はその他に別に定める 

ところによる。 

ウ 提出時期 

        特に指示した場合及び特別な理由がある場合を除き、相手方は、契約締結後速やかに 

承認願書・変更承認願書（別紙様式第５－１８－１）に承認用図面等を添えて提出する 

こと。なお、省略する場合は、要求元と協議した上で、省略届出書（別紙様式第５－１ 

８－２）を提出すること。 

(2) 承認用図面等が受理された場合には、契約書、仕様書等に特別の定めのある場合のほか、 

支障のない限り速やかに承認される。 

(3) 承認用図面等に係る契約担当官等の承認は、仕様書で要求した事項を変更するものでは 

ない。したがって、仕様書に反するものを製作してはならない。 

８ 発見役務の届出 

   相手方は、役務（修理、改造、組立て等をいう。以下同じ。）請負契約において、契約書、 

仕様書等に定める役務箇所以外について役務を行うべき箇所（以下「発見役務」という。）が 

ある場合には、書面をもって契約課に届出なければならない。この場合、当該発見役務に係る 

見積書を提出するものとする。 

９ 役務対象物品の引渡し又は官給品等の支給、貸付等 

(1) 引渡し等 

ア 相手方は、契約書及び仕様書の定めるところに従い、役務の対象となる物品（以下「役 

務対象物品」という。）の引渡し又は官給品及び貸付品（以下「官給品」という。）の支給 

及び貸付け（以下「引渡し等」という。）を受けようとする場合には、部隊又は機関（以 

下「部隊等」という。）の物品管理職員又は国有財産受領官（以下「物品管理職員等」と 

いう。）に申し出て、これに関する指示を受けるものとする。 

イ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書（GLT-CG-Z000001）に基づく官給又は借受の請求に 

ついては、それぞれ官給申請書（回答書）（別紙様式第５－１９）、借受申請書（回答書） 

（別紙様式第５－２０）を契約課に提出するものとする。 

ウ 相手方は、当該契約において役務対象物品、官給品等に関し、損害保険を付保すること 

が条件となっている場合には、必要な手続をとらなければならない。 

エ 相手方は、部隊等の物品管理職員等から役務対象物品、官給品等の引渡し等を受けたと 

きは、これと引き替えに受領書（別紙様式第５－２１）を物品管理職員等に提出しなけれ 

ばならない。 

(2) 出納及び保管 

ア 相手方は、役務対象物品、官給品等の引渡し等を受けたときは、これらを善良なる管理 

者の注意をもって、保管しなければならない。この場合において、出納及び保管の帳簿を 

備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。 

イ 相手方は、役務対象物品、官給品等の引渡しを受けたときは、契約の目的以外に使用又 
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は利用してはならない。ただし、契約担当官等の承認を得た場合には、この限りでない。 

(3) 返還 

ア 相手方は、契約履行中に官給品の全部が使用済みとなったときは返品書・材料使用明 

 細書（別紙様式第５－２２）を作成の上、部隊等の物品管理職員等に提出し、保管及び出 

 納の帳簿との照合、確認を受けたのち、返品書・材料使用明細書に物品管理職員等の確 

認を受けるものとする。 

イ 相手方は、次の各号の一に該当する場合には、速やかに、物品管理職員等に返還しな 

ければならない。 

(ｱ) 役務対象物品から取り外し等の結果、余剰物品が生じたとき。 

(ｲ) 契約履行中に官給品等の全部又は一部が不要になったとき。 

(ｳ) 貸付品の貸付期限が到来したとき。 

ウ 相手方は、(2)のア～ウの一に該当し当該物品を返還しようとするときは返品書・材料 

使用明細書（別紙様式第５－２２）を作成の上、部隊等の物品管理職員等に提出し、保 

管及び出納の帳簿との照合、確認を受けたのち、返品書・材料使用明細書に物品管理職 

員等の確認を受けるものとする。 

エ  ア及びウの規定にかかわらず、航空機の契約に係るもので、契約課に提出する材料使 

 用明細書については、相手方作成の電計処理票で部隊等の物品管理職員等の確認を受け 

たもので足りる。 

10 著作権等に係る紛争 

著作権、排他的工業所有権（いわゆる特許）等に係る紛争については、補本は責任を負わな 

い。 

11 監督及び検査 

(1) 監督官等 

相手方は、契約条項の定めるところに従い、補本、部隊等から派遣する監督官、検査官及 

び原価監査官等の所掌事務、派遣する期間等の通知を受けた場合には、これらの職務の執 

行に関する細目について協議しなければならない。ただし、契約条項等において細目の規 

定がある場合には、この限りでない。 

(2) 監督及び検査の一般的心得 

   ア 相手方は、落札又は商議成立後、速やかに契約課に出頭し、監督及び検査を所掌する

補本、部隊等の指定、その他監督及び検査の準備について必要な指示を受けるものとす

る。 

   イ 相手方は、監督又は検査を受けようとする場合には、あらかじめ、監督又は検査の申 

請時期その他監督又は検査の実施について補本又は部隊等の指示を受けた後、第１１項 

第３号の規定に従い、監督又は検査の申請手続をとるものとする。 

(3) 監督及び検査の申請手続 

   ア 相手方は、契約条項の定めるところに従い、監督（下請負者に係る監督を含む。）を受

けようとする場合には、特に指示する場合を除き、製造等の契約の履行に着手する前に、

防衛局及び通信所に申請する場合には、監督申請書（完成検査（監督）申請書）・完成検

査（監督）指令書（別紙様式第５－２３－１））３部（特に指示がある場合はその部数）

を契約課へ、陸上自衛隊各部隊（通信所除く。）へ申請する場合には、監督申請書（完成

検査（監督）申請書（別紙様式第５－２３－２））１部（特に指示がある場合はその部数）

を監督官へ、１部を契約課へ提出するものとする。この場合において、長期にわたり順

次分納される調達品等については、年度ごとの契約数量の全部について一括して監督申

請書を提出することができる。 
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イ 相手方は、契約条項に定めるところに従い、完成検査（納入部隊等に契約物品を送付す 

るに先立って行う品質の確認をいう。）を受けようとする場合には、完成検査の実施期日、 

場所その他必要な事項について部隊等と協議して防衛局に申請する場合には、完成検査 

申請書（完成検査（監督）申請書）・完成検査（監督）指令書（別紙様式第５－２３－１）） 

３部（特に指示がある場合はその部数）を契約課へ、陸上自衛隊各部隊へ申請する場合に 

は、完成検査申請書（完成検査（監督）申請書（別紙様式第５－２３－２））１部（特に 

指示がある場合はその部数）を完成検査官へ、１部を契約課へ提出するものとする。 

なお、提出期日は原則として、監督及び検査を行う場合にあっては、監督申請書の提 

    出と同時とし、また、完成検査のみを行う場合にあっては、完成検査希望日の１５日前 

    までとする。この場合において、長期にわたり順次分納される調達品等については、年 

    度ごとの契約数量の全部について一括して完成検査申請書を提出することができる。 

(4) 監督及び完成検査の実施 

   ア 相手方は、契約条項、仕様書等、補給本部調達品等に係る監督及び検査規則（以下「監

督及び検査規則」という。）により、監督官又は検査官の監督又は検査を受けるものとす

る。この場合において、監督官又は検査官の要求があったときは、社内試験又は社内検

査成績書その他の資料を提示又は提出しなければならない。 

なお、提出した資料について補本、部隊等から保管の依頼があったときは、支障のない 

限りこれに応じるものとする。 

イ 相手方は、仕様書に定めのある場合には、包装（内装及び外装）の内容量について一包 

装ごとの内容量を確認した包装責任者の記名（会社名を含む。）押印のある内容証明書を 

検査官の指示に従い、包装の外部若しくは内部に添付又は挿入しなければならない。 

ウ  相手方は、適合と判断された材料、部品又は半製品について、監督官に監督印の押印 

 又は品質保証票の貼付その他適合の表示を求めることができる。 

エ 相手方は、完成検査に合格したときは、完成検査官から契約物品について、検印、証票 

又は合格の表示（資料検査のときは、国の機関等から試験検定等の完了した旨の表示） 

を付してもらうとともに、完成検査合格証（別紙様式第５－２４）を納入場所ごと１部、 

契約ごと１部の交付を受け、契約ごと 1部に受領の記名押印をした上、完成検査官に返 

却するものとする。 

オ その他 

   (ｱ) 完成検査等を相手方の工場等で行う（立会検査）場合 

契約の内容に応じて、立会検査の実施については検査官が指示するものとする。 

なお、立会検査は通常、次に掲げるものについて行う。 

ａ  仕様書等で検査場所が部隊外と定められているもの 

ｂ 物品の性質により試験を必要とするもの 

ｃ 納入場所が補本（陸上自衛隊関東補給処を含む。）以外の場合 

ｄ 修理に係る契約の場合 

ｅ 内蔵部分を有する物品で完成後は分解不能のもの 

ｆ その他契約担当官等が特に必要と認める場合 

(ｲ) 受検準備 

       検査を工場等で受検する場合は、次に掲げる準備を行うものとする。 

ａ 検査設備、機器等（検定合格品） 

ｂ 検査の立会 

ｃ 検査物品の展開及び収納 

ｄ 仕様書、図面等 



26 

 

ｅ 試験に関するデータ 

12 納入 

(1) 相手方は、完成検査が行われたものについては、完成検査合格証（ただし、第７章第２項 

により不合格品の値引受領が認められたものについては不合格品値引受領確認証）の交付 

を受けた後でなければ契約物品を納入場所に持ち込むことはできない。ただし、契約担当 

官等が特に認めた場合には、監督又は検査を受けないで納入場所に持ち込むことができる。 

この場合において相手方は、持ち込み後検査を受けなければならない理由及び検査を希望 

する年月日その他必要と認める事項を明らかにした書類を契約課に提出するものとする。 

(2) 相手方は、契約物品を持ち込もうとするときは、あらかじめ納入先部隊等の物品管理職 

 員等及び受領検査官と調整を実施するものとする。この場合において、持ち込み予定日が納 

期までに相当の期間（早期納入）があるときは、あらかじめ納入先部隊等の物品管理職員 

等及び受領検査官並びに契約課と協議し、３者の承諾後に持ち込むものとする。 

(3) 相手方は、契約物品を納入するときは、当該契約物品に納品書（納品書・（受領）検査調 

書（別紙様式第５－２５）若しくは糧食納品書・（受領）検査調書（別紙様式第５－２５－ 

２））１部及び完成検査合格証（完成検査を行った場合に限る。）1部を添えて納入先部隊 

等の物品管理職員等を経由して受領検査官（工場渡しの場合において、納入先部隊等の物 

品管理職員等に通知を行った後、受領検査官）に給付の終了の届出をしなければならない。 

なお、納品書は、補給本部所定の様式若しくは必要事項が記載された契約相手方所定の 

様式のいずれを使用することも可能とする。 

(4) 相手方の給付の終了の時期は、契約物品、納品書及び完成検査合格証を納入場所の受領 

  検査官が受理したときとする。ただし、納入場所において品質の確認を行う場合には、契 

約物品及び納品書を受理したときとする。 

(5) 給付が終了した場合には、契約物品について受領検査が実施される。 

(6) 相手方は、契約物品が受領検査に合格したときは、受領検査官及び物品管理職員等の記 

 名押印のある受領書の交付が受けられる。 

(7) 相手方は、契約物品が受領検査に不合格となったときは、契約条項又は受領検査官の指 

 示するところに従い、速やかに、納入物品の引取り又は改善を行い、改めて監督及び検査 

（完成検査を含む。）を受けた後、第１２項第３号に定める手続により給付の終了の届出をし 

なければならない。 

(8) 標準内外作業方式契約の場合、相手方は、標準作業表による点検計測作業終了後、標準外 

作業に必要な所要工数、部品、材料等について標準外（追加）作業（費）見積書（別紙様式 

第５－２６）を作成し、監督官の確認を得て指定された期日までに契約課に提出しなけれ 

ばならない。 

(9) 役務請負契約における現地役務（製造請負含む。）の場合、相手方は、日々の役務の実 

施について作業記録表（役務完了調書（別紙様式第５－２７））を作成し、監督官の確認を 

受けなければならない。 

(10) 整備診断方式契約の場合、相手方は、契約履行期限内に要修理箇所、要交換箇所を診 

断して、整備診断明細書（別紙様式第５－２８）を契約課に提出しなければならない。 
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13 秘密の保全 

(1) 相手方は、契約条項に定める場合のほか、次に掲げる特約条項その他の秘密の保護等に関 

する特約条項が添付されている場合には、当該特約条項の定めるところにより秘密の保全 

に万全を期さなければならない。 

ア 特別防衛秘密の保護に関する特約条項 

イ 特定秘密の保護に関する特約条項 

ウ 装備品等秘密の保全に関する特約条項 

エ 秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項 

  （注）ア～ウには「装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン（平成 26年 12月防衛 

省）」が添付される。 

(2) 秘密文書の複製等、秘密物件の下請負等の許可の手続については、調達管理課、補本火器 

車両部、誘導武器部、弾薬部、化学部、航空部、通信電子部、需品部、施設部及び衛生部 

（以下「物別部」という。）の担当職員の指示に従って行わなければならない。 

(3) 相手方は、第４項の規定により秘密物件の下請負等の承認を得た場合には、速やかに、契 

 約担当官等及び下請負者との間に秘密に係る契約書（別紙様式第５－２９）により三者間契 

 約を締結するものとする。 

14 第三者を従事させる場合等の届出 

相手方は、契約の履行に当たり必要な場合には、第三者を従事させる場合等の届け出に関す 

る特約条項に定めるところに従い、次に掲げる書類を提出するものとする。 

(1)  第三者を従事させる必要がある場合には、第三者を従事させる場合の届出書（別紙様式第

５－３０）を契約課に提出するものとする。 

(2)  納入先部隊等において作業を実施する必要がある場合には、納入先部隊等において作業

する場合の作業従事者名簿届出書（別紙様式第５－３１）を受領検査官若しくは使用責任者

又は作業確認者に提出するものとする。 

15 不当介入を受けた場合の報告 

    相手方は、自ら又は下請業者（再下請負者以降の全ての下請負者を含む。）が暴力団が実質 

的に経営を支配する者又はこれに準ずる者（以下「排除対象者」という。）による不当介入を 

受けたことを確認した場合には、直ちに警察への通報及び捜査上必要な協力を行い、排除対象 

者による不当介入の概要（別紙様式第５－３２）を契約課に提出しなければならない。 

16 第三者監査監督に関する届出 

   相手方は、第三者監査監督の適用を変更等する場合は、第三者監査監督適用届出書（別紙 

様式第５－３３）を契約課に提出しなければならない。 

 

第６章 契約の変更 

 

１ 契約の変更 

(1) 債権の譲渡等による場合 

相手方は、第５章第２項の規定により債権の譲渡等の承認を得た場合には、当該債権の譲 
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渡等を証する書類を契約課に提出し、契約担当職員の指示に従い、契約の変更の手続をとら 

なければならない。 

(2) 契約担当官等の通知による場合 

    相手方は、契約条項の定めるところにより契約担当官等から契約の変更の通知を受けた 

場合には、契約担当官等と協議の上、契約の変更の手続をとらなければならない。 

(3) 相手方の申出による場合 

    相手方は、契約条項の定めるところより契約の変更を必要と認める場合には、その旨契 

約課に申し出て契約担当官等と協議の上、契約の変更の手続をとらなければならない。 

２ 変更契約の締結に必要な提出種類 

(1) 相手方は、第１項の規定により契約を変更しようとするときは、変更契約書（別紙様式第 

６－１）見積書等正本１部、副本２部、保管金受領書その他契約の変更について必要な書 

類を契約課に提出しなければならない。 

(2) 契約の締結第４章第３項の規定は、変更契約書を作成する場合に準用する。 

３ 契約の変更を必要としない事項に関する手続 

(1) 相手方は、次の各号に掲げる事項を変更する場合には、契約の変更の手続を要しないが、

第３項第２号の手続をとるものとする。 

ア 相手方が法人である場合における当該法人の代表者又は代表者の役職名 

イ 受任者（代理人）又は受任者（代理人）の役職名 

ウ 相手方の住所又は所在地 

エ 相手方の使用印鑑 

オ 相手方の商号（法人格の変更に関するものを除く。） 

(2) 相手方は、第３項第１号の各号に掲げる事項について変更しようとするときは、競争参加

資格審査申請書変更届（別紙様式第２－６）正 1部を調達管理課（審査調整班）に提出しな

ければならない。 

(3) 契約書（仕様書等を含む。）の誤字、脱字（契約の変更を必要とするものを除く。）の加除、

訂正又は次の各号に掲げる事項の変更については、契約担当官等から相手方に、契約に関す

る変更通知書（別紙様式第６－２）を交付することにより変更する。 

ア 契約物品の名称又は納入場所若しくは受領部隊等の名称 

イ 調達要求番号 

ウ 契約物品の構成品等の名称及び部品番号等 

エ 工場渡しの場合の受領部隊等 

(4) 第３項第３号の規定にかかわらず、相手方は、契約物品の構成品等の名称及び部品番号等 

について、次の各号に掲げる事項を変更（契約の変更を必要するものを除く。）しようとす 

るときは、部品番号等変更申請書（別紙様式第６－３）を契約課に提出しなければならな 

い。この場合において、変更の事実を証明する書類（軍出版物又は外国製造業者の出版物 

若しくはその証明書）を添付するものとする。  

なお、提出部数は契約担当職員の指示によるものとする。 

ア 部品番号、物品整理番号及び品名の変更 
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イ 部品番号等の明らかな誤字及び脱字の訂正 

 

第７章 契約の事故 

 

１ 納期の猶予及び履行遅滞 

(1) 納期の猶予の申請 

ア 相手方は、納期までに契約物品を納入することができないおそれがある場合には、納期 

猶予申請書（別紙様式第７－１）以下本項において「申請書」という。）正 6部を遅滞な 

く契約課に提出し、契約担当官等の承認を受けなければならない。この場合、当該申請の 

理由に関する証明書等を付するものとする。 

イ 相手方は、納期までに申請書を提出しない場合又は納期後契約物品を納入場所に持ち 

込んだ場合には、遅滞なくこれらの理由を詳記した申請書を(1)に定めるところに従い提 

出し、契約担当官等の承認を受けなければならない。 

ウ 相手方は、第１項第２号の規定により承認された期日までに履行することが更に困難 

となった場合又は履行することができなかった場合には、再度申請書を提出し、承認を受 

けなければならない。 

(2) 納期の猶予の承認 

    申請書が提出された場合には、当該申請書について所要の調査を行った上、支障がない 

と認められるときは、納期の猶予が承認される。この場合において、納期の猶予の期日が翌 

会計年度にわたるときは、「この承認は、財務大臣の予算繰越の承認を得たときに限り、効 

力を発生するものとする。」旨の停止条件が付される。 

(3) 延納金及び遅滞金 

ア 前項の承認に当たり、納期の猶予の原因、理由が相手方の責めに帰すべきもの（下請 

負者等を含む。）と判定された場合には、延納日数に応じ、契約条項に定める延納金を支 

払わなければならない。なお、延納金については、遅滞料（違約金）徴収判定書（別紙様 

式第７－１１）により通知される。この場合において、相手方の申請により官側が定め 

た期日に監督又は完成検査が着手されなかったときは、その日の翌日から起算して監督 

又は完成検査に着手した日までの日数は、延納日数に算入しない。 

イ 第１項第１号イの場合において、申請書の提出が相手方の責めにより遅れたときは、契 

約条項の定めるところにより遅滞金を支払わなければならない。なお、遅滞金については、 

遅滞料（違約金）徴収判定書（別紙様式第７－１１）により通知される。ただし、提出が 

遅れたことについて、やむを得ない理由がある場合には、免除されることがある。  

２ 不合格品の値引受領 

(1) 完成検査又は受領検査において、不合格と判定された契約物品（以下「不合格品」という。） 

について、値引き受領を相当と認める場合又は相手方から値引き受領の申請があった場合に 

は、使用上重大な支障がないと認めて、特にその受領を容認することがある。 

(2) 相手方は、値引受領の申請をしようとする場合には、値引納入申請書（別紙様式第７－２） 

以下本項において「申請書」という。）１部を契約課に提出しなければならない。 
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(3) 値引き受領が容認された場合、値引受領通知書が交付される。この場合契約相手方は、値 

引き額算定基準による値引き額その他受領の条件等について、契約の変更を行わなければ 

ならない。また、当該決定に関して異議のあるときは、書面をもって申し立てるものとす 

る。 

(4) 相手方は、第２項第３号に規定する契約の変更が行われた場合で、値引き受領に係る不合

格品が完成検査によるものであるときは、検査官から当該不合格品について検印の押印又

は表示を受けるとともに、不合格品値引受領確認証の交付を受けるものとする。ただし、納 

入先部隊等で受領検査（品質の確認に限る。）を行ったものについては、押印又は表示が省 

略される場合がある。 

(5) 受領が承認された不合格品を納入する場合には、第５章第１２項の規定に従い、納入す 

るものとする。 

(6) 相手方は、受領が認められなかった場合には、当該不合格品について補修を行い、又は代 

替の物品をもって第５章第１１項の規定に従い、監督、完成検査又は受領検査を受けなけ 

ればならない。 

(7) 相手方は、申請書を提出したことにより履行遅滞となった場合には、容認又は棄却まで 

  に要した審査期間（容認された場合にあっては、申請書提出の日から容認された日まで、 

棄却された場合にあっては、申請書提出の日から棄却決定通知の日までの期間をいう。）は、 

相手方の責任とする。 

３ 官給品等又は役務対象物品の滅失、損傷等 

   相手方は、契約物品の製造又は役務のために受領した官給品等又は役務対象物品に亡失、 

滅失若しくは損傷が生じた場合には、速やかに、官給物品等事故届（別紙様式第７－４）を契 

約課、部隊等に提出し、官給品等又は役務対象物品の処置及び契約上の処理について契約担当 

官等の指示を受けなければならない。 

なお提出部数については、契約担当官等の指示によるものとする。 

４ 契約物品の滅失、損傷等 

相手方は、契約物品（既に取付け等が行われた官給品を含む。）に亡失、滅失又は損傷の損 

  害が生じた場合は、速やかに、契約物品事故届（別紙様式第７－５）を契約課、部隊等に提出 

し、契約物品の処置及び契約上の処理について契約担当官等の指示を受けなければならない。 

なお提出部数については、契約担当官等の指示によるものとする。 

５（契約物品の契約不適合） 

(1) 相手方は、納入された契約物品に契約不適合がある場合には、契約条項の定めるところに

従い、相当の期限内に修補（良品との取替え及び数量の追加を含む。）、代金の減額及び損害

賠償の責めを負わなければならない。ただし、官給品等又は役務対象物品に起因する契約不

適合若しくは官側の指示した事項に速やかに異議を申し立てたにもかかわらず当該説明に

よることを求めた事項によって生じた契約不適合（相手方がこれらの契約不適合を知った

場合において、これを通知しなかったときを除く。）並びに受領検査において契約物品の全

数について数量を確認した場合における数量の契約不適合（不足）については、その責めを

免れる。 
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(2) 契約不適合担保請求期間は、基本契約条項に次のように定められている。 

ア 修補若しくは代金の減額の請求又は契約の解除の通知は、契約物品の納入の日から 1年 

イ 相手方が当該契約不適合について知って告げなかった場合には、当該契約不適合が発見 

された日から１年 

ウ 修補の期限が契約不適合担保請求期間の満了の日以降に到来することになっている場合 

における代金の減額の請求又は契約の解除の通知は、当該期限の到来の日から２週間 

(3) 相手方は、契約条項に定める契約不適合担保請求期間内において納入した契約物品につ 

いて契約担当官等から契約不適合修補請求書（別紙様式第７－６）の送付を受けた場合に 

は、修補等の条件に従い、速やかに修補等を行わなければならない。この場合において、異 

議がないときは、速やかに契約不適合修補等承諾書（別紙様式第７－７）３部を契約課に 

提出しなければならない。 

(4) 相手方は、契約不適合修補請求書の内容について異議がある場合には当該請求書を送付 

された日又は契約不適合物品を引き渡された日から３０日以内に異議申立書を契約課に提 

出しなければならない。 

なお、部数については、契約担当官等の指示によるものとする。 

(5) 相手方は、修補等をしようとする場合において、あらかじめ契約課の指示に従い、契約不

適合修補確認申請書（修補（品質・受領）確認指令書）（別紙様式第７－８）を確認希望日

の２１日前までに３部を契約課に提出し、契約不適合修補等の確認を受けなければならな

い。 

なお、確認希望日については事前に契約担当官等と調整を行うものとする。 

(6) 相手方は、確認を受けた契約不適合修補物品を納入する場合には、検査官に修補完了届 

（修補完了確認書）（別紙様式第７－９）を３部提出しなければならない。 

６ 契約の解除 

(1) 契約条項の定めるところに従い、契約の全部を解除する場合、相手方は、解除に伴う代金 

の減額、損害賠償の額その他の処理について契約担当官等と協議しなければならない。 

ただし、契約の一部を解除する場合には、契約の変更の手続をとらなければならない。 

(2) 相手方は、契約を解除した場合においてその理由が次の各号の一に該当するときは、契約 

で特別の定めをしたときを除き、解除部分に相当する代金の１０パーセントに相当する金 

額を違約金として徴収される。ただし、実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、 

その超過分の損害につき賠償を請求されることがある。 

ア 相手方の責めに帰すべき理由により納期までに契約物品を納入しなかったとき。 

イ 相手方の責めに帰すべき理由により契約物品を納入することができなくなったとき。 

ウ 相手方が契約上の義務に違反したことによって、その契約の目的を達することができな 

くなったとき。 

(3) 第６項第１号に規定する協議の結果、契約の解除を申し出る場合には、速やかに契約解除 

申請書（別紙様式第７－１０）６部を契約課に提出しなければならない。 

(4) 第６項第３号の規定により、契約を解除する場合は、第６項第２号の各号に該当するかど

うかの判定が行われ、その結果は違約金徴収判定書（別紙様式第７－１１）によって通知さ



32 

 

れる。 

７ 紛争の解決等 

   相手方は、当該契約の履行、監督、検査、原価監査等について官側と紛争が生じた場合には、

次に掲げる事項を明らかにした書類を調達管理課に提出し、調整解決を求めるものとする。 

(1) 紛争発生年月日及び発生場所 

(2) 紛争が発生した事項 

(3) 紛争発生事由 

(4) その他必要と認める事項 

 

第 8章 支 払 い 

 

１ 代金の請求手続 

(1) 相手方は、契約条項に定めるところに従い、代金の請求をしようとするときは、納入物品

について全部（部分払いを認めている場合には、その部分）の検査調書、納品書等がそろっ

たことを契約課に確認の上、請求書を提出するものとする。 

なお、補本での契約が初めての場合及び既提出の銀行振込依頼書の記載内容に変更がある 

   場合は、銀行振込依頼書（別紙様式第２－４）も併せて提出すること。 

(2) 請求書の提出に先立って、相手方は次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。 

請求書の品名、規格、数量、単価、金額と契約書との整合 

(3) 第１項第１号により提出する請求書については、契約課の確認を受け、適法と判断された 

ものは受理される。 

２ 代金の支払 

代金の支払は、8.1 に定める適法な請求書を受理した後、契約条項に定めるところに従い、 

３０日以内（前払い金にあっては契約条項に定める目途日）に支払うものとする。 

３ 前金払 

(1) 相手方は、前金払いに関する特約条項が付されている契約を締結した場合には、速やかに

第３項第３号に定めるところにより、担保提供の手続（免除された場合を除く。）をとった

上、前金払申請書（別紙様式第８－１）（前金払いの担保設定の免除を申し出る場合は、前

金払担保提供免除申請書（別紙様式第８－１－２））及び前金払使途明細書（別紙様式第８

－１－３）１部を契約課に提出するものとする。ただし、輸入品に係るものについては、Ｔ

／Ｔ払い又はＢ／Ｌ払いについて対外支払勘定を行ったことを明らかにした銀行等の証明

書とする。 

(2) 前金払の担保が連帯保証状（別紙様式第８－２）の場合には、連帯保証状正１部、副２部、

また、定期預金証書の場合には定期預金証書をそれぞれ会計課に提出するものとし、その際

連帯保証状の場合には、会計課で全部について保証に係る銀行印とあらかじめ保証事項に

関する届出（別紙様式第４－８）による銀行印との印鑑照合を、また、そのうち副１部につ

いて、原本証明を受けなければならない。 

(3) 前金払いの担保 
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ア 前金払いの担保の種類 

前金払の担保の種類は、連帯保証状、定期預金証書等とするが、提供に当たっては事務 

簡素化を考慮し、通常「連帯保証状」によるものとする。 

イ 前金払いの担保の提供手続 

  (ｱ) 連帯保証状の場合 

連帯保証状（正）に、前金払担保提出書（別紙様式第８－３）を添えて取扱主任官に 

提出し、前金払担保受領書（別紙様式第８－４）の交付を受けるものとする。 

(ｲ) 定期預金証書の場合 

      質権設定承諾依頼書（別紙様式第８－５）を銀行に提出し、相手名義の定期預金債 

権に対する質権設定の承諾を得た後、当該承諾書を公証人役場に提示して確定日付の 

ある証書とし、定期預金証書（裏面の受領欄にあらかじめ、記名押印したもの）に当該 

承諾書と前金払担保提出書を添付して取扱主任官に提出し、前金払担保受領書の交付 

を受けるものとする。 

(4) 前金払いの担保の返還手続 

契約の履行が完了し、前金払の精算が行われたときは、前金払担保受領書について、会計 

課の確認を受けた後、次の各号の定めるところに従い、連帯保証状等の返還を受けるものと 

する。 

ア 連帯保証状の場合 

    前金払担保受領書の請求及び受領欄に記名押印の上、取扱主任官に提出し、連帯保証状 

の返還を受けるものとする。 

イ 定期預金証書の場合 

前金払担保受領書の請求及び受領欄に記名押印の上、取扱主任官に提出し、定期預金 

証書及び質権設定承諾書の返還を受けるものとする。 

 

第９章 雑 則 

 

１ 苦情の処理 

   相手方は、契約の履行中又は履行完了後において、当該契約に関し支障又は苦情（第７章

第７項に規定するものを除く。）があるときは、その旨を書面で契約課に申し出てその解決を

図るものとする。 

２ 制度調査及び輸入調達調査に係る事項 

(1) 制度調査及び輸入調達調査の受入れ 

ア 契約の相手方は、契約担当官等が行う制度調査（原価計算方式で予定価格を算定して 

契約を締結している契約の相手方の原価計算システムの適正性を確認するための調査で 

あって、会計制度の信頼性、原価発生部門から原価元帳又はこれに相当する帳票類（以 

下「原価元帳等」という。）への集計システムの適正性、貸借対照表及び損益計算書の内 

訳と原価元帳等の数値の整合性その他これに類する必要事項を確認するとともに、社内 

不正防止及び法令遵守に関する体制を確認する調査をいう。以下同じ。）又は輸入調達調 
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査（輸入品等（防衛省が直接又は輸入業者を通じて外国から調達する装備品等（防衛省 

設置法（昭和２９年法律第１６４号）第４条第１３号に規定する装備品等をいう。以下 

同じ。）及び役務（日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助 

により調達する装備品及び役務を除く。）をいう。以下同じ。）に関する契約を締結して 

いる契約の相手方の経理会計システム等の適正性を確認するための調査であって、経理 

会計システム上の記録と契約の相手方が提出した請求書等との整合性及び当該請求書等 

に関連する書類の必要事項を確認するとともに、社内不正防止及び法令遵守に関する体 

制を確認する調査をいう。以下同じ。）について、契約担当官等から受入れの要請があっ 

た場合には、これを受け入れるものとする。 

イ 制度調査又は輸入調達調査は、年度の計画により、日時、場所その他調査を行う上で 

必要な事項を契約担当官等から契約の相手方に十分な猶予をもって通知して行う定期調 

査及び当該計画外で行う臨時調査により実施する。臨時調査にあっては、必要な事項の 

通知を当該臨時調査の開始時に行うものとする。 

ウ 原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している契約の相手方は、制度調 

査の定期調査及び臨時調査の実施期間中、契約担当官等が行うフロアチェック（作業現 

場（契約の相手方の製造現場、設計現場及び試験・検査現場並びにこれらの現場に関す 

る原価管理を行う現場をいう。）において、作業員等から作業内容について直接に説明を 

聴取するとともに、聴取内容と契約の相手方の作業指示書、帳票類等を突合して行う確 

認作業をいう。）を受け入れるものとする。フロアチェックは、実施日、調査対象者、質 

問事項その他調査を実施する上での必要事項を契約の相手方とあらかじめ調整すること 

なく、抜き打ちで実施する。 

エ 契約の相手方は、前項の臨時調査において、契約担当官等の求めに応じ、個別契約に 

つながる作業指示から原価計上に至る一連の帳票類、決算につながる発生原価、仕掛残 

高、完成原価に関わる管理簿類及びその他の関係帳票類・書類を直ちに提示するため、 

下記の資料を常備しなければならない。 

    (ｱ) 原価計算及び原価計上並びに法令遵守に関する社内規則類 

 (ｲ) 作業現場における業務手続マニュアル 

    (ｳ) 原始伝票から原価元帳等までの一連の帳票類の一覧及びこれらの帳票類のつながり

を示す系統図 

    (ｴ) 関係する情報システムの一覧及びこれらの情報システムのつながりを示す系統図 

(2) 輸入品等に関する契約に係る価格等証明資料について 

(ｱ) 輸入品等に関する契約において、価格等証明資料とは、見積資料（いわゆるクォー 

テーション。以下同じ。）の原本、品質証明書の原本及び送り状（いわゆるインボイ

ス。以下同じ。）の原本をいう。 

(ｲ) 輸入品等に関する役務請負契約において、価格等証明資料は、外国役務業者が発行 

したものに限る。 

(ｳ) 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、価格等証明資料は、外国製造 

業者が発行したものを原則とする。ただし、外国製造業者が発行した価格等証明資料 
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が存在しない場合は、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないことの理 

由書及び契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証 

明した資料をもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えるものとする。 

(ｴ) 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、調達物品が流通業者所有中古 

品（サープラスユーズド）の場合で、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在 

せず、かつ、契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者 

が証明できないときは、外国製造業者が発行した価格等証明書が存在しないこと及び 

契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を外国製造業者が証明できないこ 

との理由書並びに契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を他の手段によ 

り証明した資料をもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えるものとす 

る。この場合においては、流通業者が価格等証明資料の内容の妥当性を証明した資料 

のみをもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えることは認めないものと 

する。 

(ｵ) 輸入品等の契約の相手方は、契約担当官等に対し、価格等証明資料のうち見積資料 

の原本又はその代替資料（(3)又は(4)の規定により見積資料に代えて提出する資料を 

いう。）を契約締結時に、品質証明書及び送り状の原本又はその代替資料（(3)又は 

(4)の規定により品質証明書及び送り状に代えて提出する資料をいう。）を入手後、速 

やかに提出しなければならない。 

(ｶ) 輸入品等に関する契約の相手方は、価格等証明資料の発行者から、当該資料を契約 

担当官等に提出することについて、あらかじめ了承を得るものとする。 

(ｷ) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により取得し 

た装備品等に関し、輸入業者を相手方として外国での役務請負に係る契約を行う場合 

については、(1)、(2)、(5)及び(6)の規定を準用する。 

(ｸ) 下請負企業を通じて輸入品を調達するなど、輸入品等に関する契約以外の場合であ 

っても、契約担当官等が必要と認める場合は、(1)～(6)の規定を準用する。 

３ コンプライアンス要求に係る事項 

(1) コンプライアンス要求事項の確認 

    原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している契約の相手方は、社内不正 

防止及び法令遵守に関する体制の一環として社内規則類において次に掲げる事項（以下 

「コンプライアンス要求事項」という。）を規定するとともに、これらが適切に達成され 

ていることを証明するため、契約の締結に際して契約担当官等からの求めに応じ、法令遵 

守に関する社内規則類と併せてコンプライアンス要求事項確認書（別紙様式第９－１） 

（以下「確認書」という。）を提出しなければならない。ただし、同一年度において、当 

該相手方が同一の契約担当官等に確認書を提出している場合は、この限りではない。 

ア 防衛省との契約に関し、一度計上した工数や直接費（原価のうち、製品の生産に関し 

て発生することが直接に確認され、それに伴い直接に計算することが適当と認められる 

費用をいう。）を修正する場合には、変更の内容及び理由を明らかにした書面により上 

位者の承認を受ける等の適切な手続をとること。 
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イ (1)の書面が少なくとも契約履行完了後５年間以上保存され、契約担当官等による制 

度調査や原価監査に際して確認できる体制としていること。 

ウ 不正行為等を察知した場合の契約担当官等への公益通報を含む通報窓口及び通報手続 

を防衛関連事業に従事する全職員に適切に周知すること。 

エ 防衛関連事業に従事する全職員を対象とした原価計算上等に関するコンプライアンス 

教育を実施すること。 

オ 本社の内部統制部門により、防衛関連部門に対し、適切な周期で定期的に内部監査を 

実施すること。 

(2) 契約の相手方は、社内規則類がコンプライアンス要求事項を満たさない場合には、コン

プライアンス要求事項確認書の提出日から３か月以内に当該コンプライアンス要求事項を

満たすための社内規則類の改正又は新たな社内規則類の制定を行わなければならない。 

(3) 常続的に契約を締結している契約の相手方に対しては、締結に先立って年度当初にコン

プライアンス要求事項確認書の提出を求める場合がある。 

(4) 契約担当官等は、コンプライアンス要求事項の実施状況を制度調査において確認する。

この際、契約の相手方の本社コンプライアンス部門は、契約担当官等の行う確認に協力し

なければならない。 

(5) 契約担当官等は、契約の相手方が次のいずれかに該当する場合には、当該相手方の本社

コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成のための是正措置を求め

ることができる。 

ア コンプライアンス要求事項の全てを満たす社内規則類の改正又は新たな社内規則類の 

制定の措置がとられない場合 

イ コンプライアンス要求事項の実質的な実施が、契約担当官等が行う制度調査において 

確認できない場合 

４ 制度調査等の受入れを拒否した場合等の措置 

契約担当官等は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該相手方は 

防衛省として原価計算システム又は経理会計システムの適正性を確認できない状態にある者 

として、その後の契約の相手方としないことがある。 

(1) 制度調査若しくは輸入調達調査の受入れを拒否し、又は調査に必要な協力を行わない場 

 合 

(2) コンプライアンス要求事項確認書の提出を拒否した場合 

(3) 契約相手方の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成のた 

めの是正措置を求めたにもかかわらず、具体的な改善が見られない場合 

５ インセンティブ契約制度 

(1) 契約の相手方がインセンティブ契約制度の適用申請を行うときは、原価改善提案書又は

原価改善申告書（別紙様式第９－２）正１部、副２部を原価計算課に提出しなければなら

ない。 

(2) 契約担当官等が原価改善提案を採用決定し、又は原価改善申告を認定した場合は、イン

センティブ契約制度に関する確認書（別紙様式第９－３）（以下「確認書」という。）を相
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互に取り交わすものとする。 

(3) 契約担当官等は、第５項第２号に規定する確認書を取り交わした場合には、申請契約に 

ついて「インセンティブ契約制度の適用を受ける契約に関する特約条項（原価改善提案書 

等に係る確認書によるコスト削減額を保証する契約に適用する特約条項）」（別紙様式第９ 

－４）を付するものとする。 

(4) 契約担当官等は、第５項第２号に規定する確認書を取り交わした場合には、１５日以内 

にインセンティブ契約制度の適用を受ける契約への新規参入の申し込みに関する公示を補 

本の掲示板及びホームページに掲示し、制度の適用を受ける期間において新規参入を募る 

ものとする。 

(5) 契約担当官等は、第５項第４号に規定する公示に対し、新規参入を希望するものからの 

申込み（インセンティブ契約制度の適用を受ける契約への入札参加申請書（別紙様式第９ 

－５））があり、当該申込みを審査した結果、該者が新規参入者として適正であると判定 

した場合には、以後の契約を当初の契約の相手方と新規参入者との指名競争契約によって 

契約するものとする。 

(6) 第５項第５号の規定による指名競争入札の入札者は、インセンティブ料（新規参入者に 

あっては、それに相当する額として、9.5.10に規定する価格削減インセンティブ料）を含 

んだ価格によって入札を行うものとする。 

(7)  第５項第５号の規定による指名競争入札により、新規参入者が落札した場合には、契 

約の締結に先立って、当該新規参入者は、価格削減確認書（別紙様式第９－６）を提出 

し、当初の契約の相手方が受けていた制度の適用終了年度において、当該相手方が約定し 

ていた価格以下の価格で履行することを約束するものとする。ただし、制度の適用を受け 

る契約に関し、当該新規参入者が落札するのが２回目以降の契約であって、過去に同種契 

約に係る価格削減確認書を提出している場合にはこの限りでない。 

(8) 契約担当官等は、制度の適用を受ける契約に関し、新規参入者と契約を締結するとき 

は、「インセンティブ契約制度の適用を受ける契約に関する特約条項（価格削減確認書によ 

る価格削減額を保証する契約に適用する特約条項）」（別紙様式第９－７）を付して、ま 

た、当初の契約の相手方と契約を締結するときは、「インセンティブ契約制度の適用を受け 

る契約に関する特約条項（原価改善提案書等に係る確認書によるコスト削減額を保証する 

契約に適用する特約条項）」（別紙様式第９－４）を付して契約を締結するものとする。 

(9) 契約担当官等は、新規参入者が第５項第７号に規定する価格削減確認書の提出を拒んだ 

場合には、指名競争入札における落札を取消し、当初の契約の相手方との随意契約を再開 

するものとする。新規参入者が価格削減確認書の約束を破棄し、契約を解除した場合にお 

いても同様とする。 

(10) 制度の適用を受ける契約に関し、新規参入者と契約するのが初回で、価格削減確認書を 

提出する以前に落札した契約を締結する場合には、価格削減インセンティブ料は新規参入 

者の落札した価格に含まれるものとし、当初の契約の相手方がコスト削減を行う前の契約 

金額と、新規参入者が落札した価格との差額を価格削減インセンティブ料とみなすものと 

する。 
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(11) 契約担当官等は、制度の適用を受ける期間において、当初の契約相手方及び新規参入者 

の双方が契約の締結を希望する限り、指名競争契約によって契約することを基本とするも 

のとする。 

なお、いずれか一方の者が指名競争契約に係る入札への参加を辞退した場合には、他方 

の者との随意契約によって契約するものとする。 

６ 経費率資料の提出 

(1) 指名競争及び随意契約の相手方（下請負者を含む。）となる者又はなった者について、 

契約担当官等が特に予定価格算定のため、あらかじめ、相手方の加工費率、一般管理及び 

販売費率、利子率並びに利益率等（以下「経費率」という。）を算定しておく必要があると 

認めたときは、当該相手方は、契約担当官等からの通知により、経費率算定に必要な資料 

（原価計算規則、会計手続等を含む。）を遅滞なく調達管理課（原価管理班）に提出しなけ 

ればならない。 

(2) 相手方が、経費率算定に必要な資料を正当な理由がなく提出を拒んだときは、指名競争 

又は随意契約の相手方としないことがある。 

７ 情報セキュリティ 

装備品等及び役務の調達において契約に付した「装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイ 

ドライン」又は「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」による報告 

(1) 「装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）第 

９（１）又は「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」（以下「情報セキ 

ュリティ基準」という。）第１２（１）に規定する秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故又は 

保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したとき、発生する可能性があるとき 

又は将来発生する懸念があるときは、次の区分等により報告してください。 

  ア ガイドライン第９（１）関連 

(ｱ) 秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したとき（それらの疑い又はおそれがある 

ときを含む。以下同じ。） 

把握しうる限りの全ての内容を直ちに報告 

(ｲ) 秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念につい 

 て契約相手方の部内外から指摘があったとき 

当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細 

     を直ちに報告 

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)の報告後 

     当該内容の詳細について速やかに報告 

イ 情報セキュリティ基準第１２（１）関連 

(ｱ) 保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等が発生したとき 

把握しうる限りの全ての内容を報告 

(ｲ) 保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等が発生した可能性又は将来発生する懸念に 

ついて契約相手方の部内外から指摘があったとき 

    当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細 

を直ちに報告 

(ｳ) 保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセ 

スが認められた場合又は当該サーバと同一のイントラネットに接続されているサーバ 

等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合 
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    把握し得る限りの全ての情報を直ちに報告 

(ｴ) (ｱ)、(ｲ)又は(ｳ)の報告後 

    当該内容の詳細を速やかに報告 

ウ 報告先 

   次の連絡先に電話連絡をお願いします。 

(ｱ) 防衛装備庁との契約がある場合及び(ｲ)の窓口に連絡が取れない場合 

      防衛装備庁装備政策部装備保全管理課産業サイバーセキュリティ室 

   電話03-3268-3111(内線21040、21041) 

   (夜間・休日等)電話080-8420-0628 

(ｲ) 防衛装備庁との契約がない場合 

ａ 陸上幕僚監部装備計画部装備計画課補給管理班 

電話03-3268-3111(内線40752～40754) 

(ＦＡＸ 40758) 

   ｂ ａに連絡が取れない場合 

     陸上幕僚監部監理部会計課経理班 

電話03-3268-3111(内線41124～41126) 

(ＦＡＸ 41119) 

(ｳ) (ｱ)又は(ｲ)への緊急連絡が終わったならば、速やかにその詳細を契約担官等等に報 

告してください。 

エ 報告要領 

(ｱ) 電話等による報告後、ＦＡＸにて別紙様式第３９による報告をしてください。 

(ｲ) 下請負者によるものは、防衛省と直接契約を締結している契約相手方から報告先へ 

報告してください。 

情報セキュリティ基準第１２（１）イの速報 

(2) 次に掲げるサイバー攻撃等があった場合は、ガイドライン第９（１）又は情報セキュリテ 

ィ基準第１２（１）ア、イ及びウに規定する事故又は事故の疑い若しくはおそれがある場合 

として取り扱いますので、前号に従って報告をしてください。 

なお、社内規則において、秘密又は保護すべき情報を紙媒体で取扱うことを規定している 

場合であっても、防衛関連企業における防衛関連部門（防衛省との契約のための情報を取 

扱う全部門をいう（秘密又は保護すべき情報を取扱う部門に限定されない。）。以下同じ。） 

の情報システム（以下「防衛部門システム」という。）に当該情報が意図せずに保存されて 

いる可能性を否定することができないことから、防衛部門システムにサイバー攻撃等があ 

った場合には、本規定に該当するものとします。 

ア サイバー攻撃（ネットワークを通じた情報システムへの電子的な攻撃） 

(ｱ) 主として防衛関連部門に属する社員が、不審なメールの添付ファイルを開いたこと 

によるウィルス感染（ただし、防衛部門システムに全く影響が発生していない場合は、 

この限りではない。以下同じ） 

   (ｲ) 主として防衛関連部門に属する社員が、不審なメールのリンクをクリックしたこと 

によるウィルス感染 

   (ｳ) 主として防衛関連部門に属する社員が、不正なＷｅｂサイトを閲覧したことによる 

ウィルス感染 

(ｴ) 自社のＷｅｂサイトを閲覧したことにより、ウィルス感染したとの外部からの連絡 

(ｵ) 防衛部門システムにおいて、大量のデータや不正なデータを送りつけられたことに 

よるサーバの処理能力の過負荷 
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(ｶ) 防衛部門システムにおいて、大量のデータや不正なデータを送りつけられたことに 

よるネットワーク帯域の圧迫 

(ｷ) 自社のＷｅｂコンテンツにウィルスを仕込む改ざん 

(ｸ) 自社のＷｅｂコンテンツの見た目又は内容が変わる改ざん 

(ｹ) 防衛部門システムにおいて使用されるセキュリティ器材等（情報システム以外の物 

理的なセキュリティ器材等を含む。）による外部への不正な通信の検知 

(ｺ) 防衛部門システムのネットワークを経由した不正な通信の検知 

(ｻ) 防衛部門システムを送信元とした不正な通信に関する外部組織からの連絡 

(ｼ) 防衛部門システムにおいて使用されるソフトウェア等の脆弱性を突いた攻撃による 

不正侵入又は情報窃取 

イ サイバー攻撃と同様の影響を発生させる情報システムの誤操作 

(ｱ) 防衛部門システムの誤操作による外部への不正な通信 

(ｲ) 防衛部門システムの誤設定による閲覧不可情報の開示 

(ｳ) 防衛関連部門に属する社員によるメール誤送信による秘密等（防衛省が調達する装 

備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律（令和５年法律第５４号）第 

２７条第１項に規定する「装備品等秘密」、特定秘密の保護に関する法律（平成２５年 

法律第１０８号）第３条第１項に規定する「特定秘密」又は日米相互防衛援助協定等 

に伴う秘密保護法（昭和２９年法律第１６６号）第１条第３項に規定する「特別防衛 

秘密」又は保護すべき情報の漏えいをいう。） 

ウ サイバー攻撃以外によるウィルスの混入等 

(ｱ) 可搬記憶媒体経由による防衛部門システムへのウィルス感染 

(ｲ) 防衛部門システム導入期からのウィルス混入 

エ その他 

経路を問わず、防衛部門システムに対するウィルス感染の拡大が予想される場合のウ 

ィルス検知 

８ 違約金等の納付手続 

契約解除等に伴う違約金及び物品納入遅滞に伴う延納金等並びに代金の確定等による返納 

金は、歳入徴収官が納付金額、履行期限その他必要事項を定めて相手方に交付する「納入告 

知書」により、日本銀行の本店、支店又は日本銀行代理店に納付するものとする。 

９ 売掛債権担保融資保証制度の適用 

相手方が中小企業者（中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項に 

規定する者をいう。）である場合には、一定の条件を満たす契約について、売掛債権担保 

融資保証制度を利用することができる。 

10 特別事項 

  この心得は、入札及び契約の一般的事項について規定したものであり、契約担当官等が、 

この心得により難いと認めたときは、別に示すことがある。 

11 法令等の改正等があった場合の取扱い 

    法令等の改正等があった場合において、この心得の規定するものと相違するものがあると

きは、法令等の規定が優先する。 

12 様式の用紙規格 

    この心得において規定する様式の用紙規格は、次に掲げる様式を除き、Ａ判（日本産業規

格）に統一する。その場合、用紙規格はＡ４判を原則とする。 

(1)  （別紙様式第○-○）「資格取消通知書」 

(2)  （別紙様式第○-○）「保管金振込書」 
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13 輸入にかかわる装備品等の契約に当たって、当該装備品等にポリ塩化ビフェニル（以下 

「ＰＣＢ」という。）、ポリ塩化ナフタレン（以下「ＰＣＮ」という。）及びヘキサクロロベン 

ゼン（以下「ＨＣＢ」という。）が使用されていると場合には、契約担当官等に通知するとと

もに、次に揚げる表示をする。 

(1) 構成品及び装置等の表示例 

本製品には次の部分にＰＣＢ※が含まれている。 

 

部品名  

物品番号  

部品番号  
 

※ 「ＰＣＢ」、「ＰＣＮ」又は「ＨＣＢ」のうち、

該当する物 

質名を記載する。 

(2) 単一部品の表示例 

  ＰＣＢ使用品 

(3)  使用装備品等の状態（液状、極小等）により使用装備品等に直接の表示が困難なものにつ 

いては、容器又は外装に表示する。 

14 人権尊重の取組 

   相手方は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和 

４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会 

議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるもとする。 

 

 

 

第１０章 特例政令が適用される契約に係る特例 

 

 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（昭和５５年政令第３００号。以下

「特例政令」という。）が適用される契約について相手方は、前章までに定められている事項の

ほか、次により処理するものとする。 

 

１ 申請書の提出 

   第２章第２項を次のように読み替えるものとする。 

(1) 申請者は、防衛省経理装備局会計課長の官報公示による受付期間（通常１月初めから同 

月末日まで）内に申請書（別紙様式第２－１）１部を調達管理課（審査調整班）に提出 

（郵送による場合を含む。）するものとする。ただし、一般競争の公告又は指名競争の公示 

をした後、当該公告又は公示に係る競争に参加しようとする者の申請書は、当該期間の経 

過後であっても提出することができる。 

(2) 前号の防衛省経理装備局会計課長の公示によるほか、必要と認める場合には部長が申請 

書に関する事項について、その都度官報で公示するものとする。 
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２ 申請書の添付書類 

   第２章第３項第１号イ及びエに掲げる書類については、申請者が外国の者であって当該書 

類が存在しない場合には、これらと同等の書類とする。 

３ 会社更生法又は民事再生法の適用がある場合） 

   第２章第１０項本文中、「会社更生法又は民事再生法」とあるのは、「会社更生法又は民事 

再生法（外国の者の場合にあっては、これに準ずる法律等）」と、「書類」とあるのは「書類 

（外国の者の場合にあっては、これに準ずる書類）」と読み替えるものとする。 

４ 公告等 

(1) 第３章第１項第１号を次のように読み替えるものとする。 

    競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告又は公示により、入札日 

の前日から起算して少なくとも５０日前（平成６年「政府調達に関するアクション･プラ 

ンニングについて」により４０日前から５０日前へ延長）（特例政令第２条第７項に規定 

する一連の調達契約のうち、最初の契約以外の契約に係るものについては２４日前）まで 

に一般競争による場合にあっては官報及び補本の掲示板に公告され、また指名競争による 

場合にあっては官報に公示される。ただし、緊急を要する場合には、その期間を１０日前 

までに短縮することがある。 

ア 競争入札に対する事項 

イ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

ウ 契約条項を示す場所 

エ 入札の場所及び日時 

オ 保証金に関する事項 

カ 入札の無効に関する事項 

キ 一連の調達契約に関する事項 

ク 入札説明書を交付する場所 

ケ 落札者の決定の方法に関する事項 

コ 契約書の作成の必要の有無に関する事項 

サ 説明会に関する事項 

シ 複数落札制入札に関する事項 

ス 使用する言語に関する事項 

セ その他必要な事項 

(2) 第３章第１項第２号を次のように読み替えるものとする。 

      指名競争に付そうとする場合には、第５項第１号の公示の日に選定した相手方に通知す 

る。 

なお、第１項第１号ただし書による場合で、資格決定後、指名されるために必要な要件 

を備えていると認められたときは、その都度通知される。 

(3) 第３章第１項第３号を次のように読み替えるものとする。 

入札に付しても入札者がいない場合若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ば 

ない場合の再度公告、再度公示及び再度通知は、第５項第１号及び第２号に準じて行われ 

る。 

６ 説明会 
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(1) 第３章第２項第２号を次のように読み替えるものとする。 

相手方は、公告又は公示により説明会を行うこととされている場合には、これに出席 

し、説明事項を記録しておくものとする。この場合において、相手方が聞きもらしたこと 

により損害を受けたときは、相手方の負担とする。 

(2) 相手方は、やむを得ない理由により第６項第１号の説明会に出席することができなかっ 

た場合等で必要があるときは、公告又は公示に係る物品等の仕様その他必要事項を記載し 

た入札説明書の交付を申請することができる。 

(3) 説明会に出席しなかった場合、入札説明書の交付の申請をしなかった場合（交付申請の 

時期が遅れた場合を含む。）又は契約条項等の内容を知らなかった場合等に起因する損害 

は、相手方の負担とする。 

７ 入札等 

(1)  第３章第４項第３号ウを次のように読み替えるものとする。 

相手方は、開札に際し、再度の入札に備え、入札書を必要な部数用意しなければならな 

い。 

(2)  無効入札 

第３章第４項第６号に規定する場合のほか、次の各号の一に該当する入札を行った者の 

入札は、無効とする。 

ア 公告、公示又は通知により定められた入札書の受領期限までに記名押印（外国の者 

の場合にあっては、署名をもって代えることができる。）等が適正になされた入札書の 

提出がない場合（郵送入札による場合には、当該期限までに当該入札書が受理されな 

いとき。） 

イ 競争において、銘柄品と同等のものを納入しようとする場合又は一定の資格等を有 

することを条件としている場合において、開札日までに資料等により、相手方が同等 

又は資格等を有することの立証をなし得なかったと判断されるとき。 

ウ 特例政令第８条第３項の規定により入札書を受理した場合で、資格審査の結果、競 

争参加の資格を有すると認められなかったとき（指名競争の場合において、指名され 

るために必要な要件を満たしていると認められないときを含む）。 

なお、開札日までに資格審査を終了することができないおそれがあると認められる 

場合には、その旨を申請者に通知する。 

(3)  入札及び開札等 

  ア 相手方は、入札書記載事項その他入札条件等を確認の上、官報に公示又は公告された 

入札書の受領期限内（入札期日が指定されている場合には当該入札期日）に出頭し、入 

札担当職員の指示に従い入札を行うものとする。 

また、郵送により入札を行う場合には、当該受領期限までに到着するよう送付しなけ 

ればならない。 

イ 開札は、開札日（開札日が特に指定されていない場合には、入札期日）に入札者の立 

会いのもとに行われる。ただし、やむを得ない理由により開札に立ち会えない場合に 

は、当該入札事務に関係のない補本の職員が代わって立ち会う。 

ウ 前号の開札において、入札担当職員により入札品名、数量、金額、入札者の氏名、無 

効入札の有無等が告げられ第３章第４項第７号イに掲げる措置がとられる。 

エ 第３章第４項第７号イ(ｴ)の措置をとるに当たり、この開札に立ち会わない入札者があ 

る場合には、再度の入札は別に定める日に行うものとする。 
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オ 落札者が決定した場合には、開札に立ち会わなかった当該落札者に対し、直ちにその 

旨を、また落札者とされなかった入札者に対し落札決定の日の翌日から起算して７日以 

内に落札者を決定した旨、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を通知する。この場合 

において、落札者とされなかった入札者から請求があるときは、当該請求を行った入札 

者が落札者とされなかった理由（当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合に 

あっては、無効とされた理由）を、当該請求を行った入札者に通知する。 

カ 一般競争若しくは指名競争により落札者が決定した場合又は随意契約の相手方を決定 

した場合には、次に掲げる事項について当該決定の日の翌日から起算して７２日以内に 

官報に公示される。 

(ｱ) 落札又は随意契約に係る物品等の名称及び数量 

(ｲ) 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 

(ｳ) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日 

(ｴ) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所 

(ｵ) 落札金額又は随意契約に係る契約金額 

(ｶ) 契約の相手方を決定した手続 

(ｷ) 一般競争又は指名競争によることとした場合には、特例政令第５条第１項の規定により 

読み替えられた予決令第７４条の規定による公告又は特例政令第７条第１項の規定による 

公示を行った日 

(ｸ) その他必要な事項 

８ 入札に係る苦情の処理 

    この入札に係る苦情の処理は、調達管理課に申し出てその解決を図るものとする。 

９ 監督及び検査 

相手方は、第５章第１１項第２号に規定する場合のほか、次に掲げる事項を守らなければな 

らない。 

(1) 特に指示された場合を除き、監督及び検査を受けるための設備又は要員等を日本国内に 

確保するものとする。 

(2) 監督及び検査の実施に当たり、その立会いに応じなければならない。 

10 その他 

(1) 本章による場合のほか、他の章中「公告又は通知」とあるのは「公告、公示又は通知」と、 

「記名押印」とあるのは「記名押印（外国の者の場合にあっては、署名をもって代えること 

ができる。）」と読み替えるものとする。 

(2) 相手方が外国の者である場合で、必要に応じて提出する書類には、日本語を使用するもの 

とし、外国語が使用されているものについては、日本語による訳文を付記又は添付するもの 

とする。 

 

第１１章 サプライチェーンリスク対応 

 

１ サプライチェーンリスク対応 

(1) 仕様書等に規定する場合を除き、納品するカタログ品は、情報の漏えい若しくは破壊又 
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は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。） 

が潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得るべきソースコード、プログラム、電子部 

品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われていないものでなければ 

ならないものとします。 

(2) 第３章第４項第３号ケに基づき、同等品判定依頼書を提出した場合において、同等品と 

して申請されたもののうち、サプライチェーン・リスクの懸念があると判断されたものは同 

等品として認められません。 

(3) 使用予定機器等リスト又は役務再委託予定先リストの提出を求められた場合に、所定の 

提出期限までに提出されない場合は入札参加要件を満たさないものとします。また、契約 

担当官等の指摘により、使用予定機器等リスト又は役務再委託予定先リストの修正その他 

の必要な措置を求められた場合に、所定の時期までに当該措置がなされない場合も、入札

参加要件を満たさないものとします。 

 


